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1 人口、面積、人口密度に関する調
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平成 2年度概要調書等報告書 (土地・ 家屋・都市計画税)

条件コ ード表

|地方公共団体 コー ド[iJ 3 i 2 ! 1 12 18 
|表番号 行番号 170iojo!oi011 
| 特定市 ] I 12什1ワ21(惟ω注i1) i特問定析市J&U…「附一待

市町村判別 コ一ド 特定町村.."':~" : '.""" 2 I 1 右下の「記入上の注窓 5Jに留意すること。
1. 2以外の市町村 ー 3I ~ 

第 o0表 ノーパンチ表番号一覧表(土地及び家屋並びに都市計画税に共通)

地方公共団体コー ド

内正

笠主丘皇室

市町村名

一白
0 記入上の注意

品調斉去の作成に当たっては、 Ae教要領及び突合佼認表により内容を十分筒査す

ること。

ま fこ 、 各調 ri表の i~織の枠内のE士値 !1 、'l!子2↑ 穿般によって集計するので、下記

事項に留窓のうえ記入すること。

J ~íf表には、複写を取ることができるよう黒鉛筆 íHBJ 又は íBJ で記入すること。

歓{直li.丁寧に記入すること。

良い例 J 234  5 6 7 8 9 0 

.tgい例 1-?うy..)b'7δ1 o 

3 :玄当のない項目繍は主側とし、ハイフン(ー)、ゼロ (0)写1;，己入しないこと.

また.斜線又li7二のある!ilJには数値そ記入し与いこと。

4 単位の~りのな，、ょう在官すろこと.

5111 í特定市J とは、地方悦法附日1)冒~29条の 7 に規定する忍の特別区、百"'問、

近畿附若しくは中部凶内にあろ侍定J尻市、又 (1 首1iC~到の既成市街地若し く は近

%警備地帯、近登i劃の既成郡市区法右 しくは近郊fi備区I皇、若しくは中部聞の

也市笹備区法にその全部若しくは一部が合主れる市をいうものである。

I ~ I í特定町村J とは、首~~自整備法第 2条第 4 項に規定する近郊<<1儲地帯、近畿

間~備法第 2 条第 4 項に規定する近~r.fIH噛区域又は中部闘開発f'備法第 2条第

3埼に規定する都市笠備区主主にその全部又Ijー苦仇t吉まれる町村をいうものである。

6 ;~:J!!干r災の「地方公 J;fiif，本コ ー ド j 山花測にある f テ ー タのあら行のみパンチ j

の叫につ， 'て"、持i':'i主主して記入-j-弓二と。なお、詳細!j記載要領!i';l三を参

!日 J)こと。

1¥ 1 iノーパノチ去番号-t1.ld :l、土地については 01-]2、家屋については

~J-H 、都市計画伎については 5 1-60であるc

I~I 表内にデータか全く江い場合は、表全体に大きく×印を書き、 Iノーパンチ

表番号一覧表Jの該当表番号の下の矧にC印を占〈 ζ と。

131 表内にデータか極少の均合は、 Iデータ がある行のみパンチJの下の空欄に

必ずO印を書き、 Iノーパンチ表番号一覧表 jの主主当表番号の下の概にO印を

書くこと。

w 同一表番号で数表にオずこるもののうち、 箆データ又 !j僅少デ ータの表がある

場合の当該表の取吸いは、 111又1;1121の取扱いと同僚である。

概調共通



土地に関する概要調書報告書平成2年度
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地方公共団体コード

概調土-1

納税義務者数 K 関する調

内〈
d

121 

何j

(1) 

ム

ミ込

第 1表

'呈
"-Lf I お凶行番号

γーァホ2

0:2:0 

人

人

計

倒

F圭



都道府県名

1-1 L 
表括総第 2 表

市町村 名

概調土-2

格

-4-

価

(6) 

定決

(5) (41 

情

(31 (2) 

地

行番号
分

iE 
訂E7E

合

区

自

計

地

抱

地

そ

牧

原

田

畑

宅

担.
唱

雑

山

林

種



第 2表 総 括表 (つづき)
都道府県名

市 町 村 名

191 

~I行H
筆致 単位当たり値絡

非 11民地軍叡 評価低牽註 法町定もの免混在未満 法定免授点以上 平均値幅
量高価格町もの l>l-("l 1出台

園周{リj 倒 t叫 同州 団司 (ヲ) 11 丹南，')1ヲ) (円/m')1刻I

. .・" 27 .. " 72 

&6 
一位田 。1;2 

三ι ~ ~(L 
回 介在国・市 。:2:2 ム30c A?__d)ー斗 /J9~どSC街化区当世田 ? ムミi乙 / 

会? 五笠
一般姐 0:3;2 ムタ 主~

焔
介在飽 ・市 0:4:2 
街化区竣淘 ， ノム 」生益丘空 ム 左盆2 主L22Q ノ〈止 9∞
住 小規慎 。:5:2

主主§立 ノstう ~S乞2主 ヰぇM 三主主o/o(L 宅 住宅用地

用 一世
宅 地 住宅用地 0:6:2 ぷ立五.d.2 ノイ〉 _LQ壬乙乙1 ぷ金主量三 ~D~ 66/ 

非 個人非住
0!7:'2 ふ豆主主 一〉ι 主-222_ 立主主66 ~/R ))チ住 宅用地

宅
法 人非 佳

0:8:2 δ，~.ìQ22_ 
地

用地 宅 用 地 / //..<.七 〉 __L_2_6_量 立2波さ' 
計 0:9:2 ノ/0.'， s/ )Sdl ムof. tヒIξ主ミ JJタbS ふ益金22

寝 国 1;0:2 

鉱 泉 地 1: 1; 2 . . 
池 沼 1:2:2 

山 一 位 山林 1J3;2 
、寸‘与 ...}21主 fL:ミ 主ミi ふ/ 主主， -， 

林 介在山林 1:4:2 Jふ;ミ 88ム 〉プ〉 O'os- 主主9 ‘寸与)6r:
牧 場 1;5;2 

原 野 1:6:2 / <L / ムミ I)S /~ 
ゴル 7 唱の

1'7:2 用 地
雑

遊置地等の
用 地 1:8:2 くどh ....)~ど 斗4ζ 主LL主主ι ふiムJL乙

種

1; 9:2 
ノ1重宝 ぷム主ffi__ ム/0;;;>'正当

鉄軌道用地
ム6 乙Q左皇

地 その他の 2:0:2 
!?96 2 ♀A主 主主i之島 /dS (L(L/ 雑種地

丘一dlど
計 2:1 :2 

Aノ902F46QPd、l際線f:S_U察ノ3/0劉pる||灘協拍議R 白l憾1 必ぞ6!Lu議フ案Eq議bd韓|壌祭ふJ川設凶4か0 

/~k (L.rt./ 
そ の 他 2・2，2 ;長以七三

合 計 2:3:2 、羽計n客足R 詰一γ宍;~子a=容一ふ弘-ラ弘司知 芦 主

2日 au az 

R
J
 

概調土-3



第 3表 思五月時 名 一一四
所有者区分による土地に関ナる調

(法定免税点以上のもの)ヮ“τよ
円
ノ

u
n〈
U

1
ム 市 町 村 名

51 131 121 ()1 151 

可く
所 有 舌 :t 地 補 決 :>: 価 格

行吊号
幅 ‘， 人 :!!: 人 F圭 人個 人 .. 人

{人);イl (人)1"1 (m') H (mt )1斗 (H'I) !'" ( i刊)同
， 

" " " " 5‘ 
8J 

19 位田 o 1 0 2k6 二ユ
回 介窪田 ・市

街化区域自 020 ，<;(j_う〉 2 d')/6slJ. 二ユム66 ノ益ムU_，主主s <.L/) 二).~!弘
一位 畑

030 // Æ~Q2 一一一一./_o2♀畑 一 一一介在勾 ・市
040 」 ーーニL~_2~. _S>どえ 一一一一3.ノ止6 _s2_ 史2B _s2~一一一主0_'//L 街化区域忽 _L.♀~ ノム

住宅 小住宅規用地得 050 よkミミ λ手、9 一一一民主」ーごt__Q2，主主2R 」込旦i呈ιレと£ε_6Lム2iYc」皿_QQ_';与16え
060 立5必3ふ2

二三空
ーミQ こL主主二 二斗62.

己主竺
宅 地 住宅用 地 主主正込 l企二斗

非個人非住
070 ~ 

一二竺主主
住 宅用 地

二二三位 三~地 言法人日
080 〈どPーミ ノ62D...!262. 6主 ~ど〉 主左〉地宅用地

計 090 ふ与/)♀ タ$.)タ ムヲ0?__g_2_S_ ム ?ぷ並立 ([)斗 ごv_} ミsιιOh /09 f，ム/9~9 
J:: 国 1 0 0 

鉱 皐 地 1 1 0 

池 沼 1 20 

山 一段山林 1 30 4どごf らど ふ00/J.)/ ~ 9ノム? ノゼ4ど>;J

梓 介在山林 140 二ì~O ふ4ど .!LL!/. __ XJ:Q ム(!.3~(cý: ふ (LOdミ也J司 J f-....~ _~ç-.~ 

牧 場 150 

w. 野 1 6 0 / 斗ゴ ル フ 喝 の
170 用地

雑
遊園地等の
用地 180 

ー江 99~2R _i / /、+ム~Q
種

鉄軌道用地 1 9.0 / 4ど ~ ~/~ 2CCD ミミ(L LどJ_6/oム斗
地 その他の 2:0，0 

錐種地 ノノ$)(，.( /ム.s- )o~ど//22 ぶ・)Cど)/t;_ /SJ )s/ α~_:ミ /ふフノdム/tJ?~JPdtど|| 
計 2: 1: 0 / / ;y，{- /ふ/ /ol.j /込I ゥ95;1l;-/_込 /f? ・/Sご/去/h、

合 tt 2:2:0 hι s-.s-~ / / '/占 1/会990ι(.( ミPき与主2主LQfβ 沿二)_(L.{'/ふさ S''/o.s-GとO

4' 

-6一 概調土-4



ii?と|地方公共団体コード |表番号

1 i 3 i 2i 1; 2~ a'O! 3 
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___6_Q 

ムノ/作 I 1 ム/以C

// ~9pl ノ0 ム治| 斗 /οお

ふ/むs>1 /.:rS似 /1 /.2S> .::;SO 

/6 90パ ノぽ <L(L~ ノムP ム初
山ばI~レシイ

概調土-5



東京都

日野市
都道特県名

宅地に関する調表第 4地方公共団体コード

市町村名
(法定免税点以上のもの〉

定高価搭地の所在地番
得

格

価

ヰ込叫あ鮭 LJ_ijム番叱/汗

」主主主位21免毒包了心事応;3

_6_2_wJ亘亙金五工亘」金盆ムー

旦2ム~μ到一一一必よ2R，え

__2____2斗s-i主列 ノO.守?企与

仰は。| ωム舵

(ロJi
(干伺L斗

工

ノS590ω | 
J!i丈90I).~.~ミ

ムフミ丈9ご斗

1"'---、 市 i I 
地 ¥、¥止

¥、 行番号 l

区 ¥ 分 l

別¥ご il
'---1 

19 12 

o 1 0 r 

020; 

2 3 
:.0 

価

高震

fょ当

格

位

価

単

均
刷
一
山
川

平

(千円{'I 

哩t 涌

(3¥ 

謀技揮格伍

:2¥ 

ーζ決摘

:11 

f世

(イ)
(m' ) 

23 

笥王星望書

_dj)~迫主

L5_丘ム主主

o 3:0 

040 

高度高実地区

普通商定地区

計

高

業

地

区

/0 6t.;_lj_ 050 (止用住宅地区

/司令人的 1.:KJfil_/山崎叱ノー

/沿はo~/日也d
丘主主坐担野合/了向ムきるすとJ"j

心ん;:?~ど|円安子ノ

主'L22_ミL

~主主

ぱo~ム子‘ぐ

9(j_は'RR")c弘9

9{，!.. 9218 /9守

tj_(j 6fL{，L二Dミヨ

之B/)8ιω "J_(JR，<; (j_ 9 ');:;: t 

?わ汗土oc9lぷ?必汐?

//品川|α')')ω 念9t-

心 /0601 9 (，/.6斗/勿

060 

070 

o 8 0 

o 9 0 

高 rt住宅地区

大工場地区

普通生宅地区

計

-

宅

地

区

E

1

地
司
」

主旦坐豆:ミtう〈正、争タ PSふ
1 0 0 中 小 工 培港区

1 1 0 家 内 工 業培区

心。d日妻子ノ土心寺比ぱ一主呈_d2.LJ/ od>(，Lノ06ごt2ムQSど£旦土ノ、々 。///ι 
1 :2'0 

1 3 0 

1 '4 0 

1 :5 0 

計

区l" f司集

7. 

区会告ー在吋
， 
a 
a 

t.( 計
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第 5表 宅地等の負担調整に関する調(補足調査 その 1) 

(法定免税点以上 のもの)

都
一市

京
一野

東
一
日

名

一

名

市

一

村

勘

一

町

都

一

市

地方公共団体コード

1
 

1
 

(
 

(2) (3) (4) (5) 

分 行番号
所有者数 地 積 決 定価 格 課税標準額 筆 数

区
(人) (m' ) (千円〕 (千円) (筆)

本則による(価格の 4分の 1)課税がなされたもの 90:1 ;0 12 2' 

ノ99，n-:>ο<L与 54 U98tLtt二込HJ
69 

~S- <L62 主~ /)~ i生 βt宝斗企ど~
負包調隻率1.05が適用されたもの 0:2:0 -----------・---------規 上の
. 1. 1 " 0:3;0 ------------------模
h 1. 15 h 0:4;0 

-ーーー-戸ー-戸- __ ・----- rJJJJJJJJ  -

----ー -----:2も

住 住 h 1. 2 h 0:5:0 ---------- ----------<:> 以の
" 1. 25 N 0;6;0 

---ー----------------一一---寸=

宅
用 外 a切 1. 3 h 0:7:0 ごf S-t..ど6 ___L{L_二孟ム，9<L / )/) ~ 
地

計 OB;O 
ごt S-~ヒ6 三笠~ど / )/) よ

計 0:9:0 ーミ.:l'/つ>-R l') o f，~ sf，<，どノタタぷノタて〉‘ミう〉 υ9 ~(，[_，ç- 97'"7 会生位封

本則による(伍絡の 2分の 1)課税がなされたもの 110:0 )-s6~ど L o~..:￥ O~O ムミt豆主主主 ξ)s Jf..、StL!;.)&2 i金__!LLL_
宅 負担調墜事1.05が適用されたもの 1:1 :0 ----ーーー-__  ------------1:2:0 一一一J --------1----- ----・-

上の
h 1. 1 h 

綬
1:3:0 

J 一一一一|ー__ -------__---" 1. 15 " 
住 記も ---------------------" 1. 2 " 1;4:0 
宅 以の 1:5:0 ----戸__ ー------------------“ 1. 25 " 
用

外 1:6:0 i主主呈 <LS 」乙h 1. 3 " / 66 地
計 1:7:0 ム主 乙~;:)& I，L!; / 用 l 

計 1;8;0 立主企主 _L企豆主i笠会 ミミL♀，9/90 ノ6S<L!;‘弘与ーコ ノol，t./ふ

本目IJによる課税がなされたもの 1:9:0 ふLミミコ ユL包主U<2R述よU&Lι/d> f，f， 云&9.s-(u 之主呈ヱE
負但調笠率1.05が適用されたもの 2:0:0 __-・_-----1---------i ----

地 上の " 1. 1 h 2:1:0 ----__--: ----_______ 1-------
" 1. 15 " 2:2:0 ------------1---- ----言己も

地 計 " 1.2 " 2:3:0 --------------ー---- ----以の
'ν 1. 25 h 2:4:0 -------------------外 N 1. 3 a切 2:5;0 6 五位 i弘之企主主 _L_26よL _6 

計 2:6:0 L、 ι/ム ど立五ζO.Y.2 ノ /6ム tう
計 2:7:0 !JÉ~I，L.♀ 三三/包({___2ー/0 ♀主主五ど165-0 66云91!Jo9 笠£呈主主
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第 5表 宅地等の負担調整K関する調(つづき) (繍足調査その 1) 

(法定免税点以上のもの)

都道府県名 東京都

市町村名 日野市

地方公共団体 コー ド

)
 

1
 

(
 

(2) (3) (4) (5) 

行番号
所 有 者 数 地 積 決 定 価 格 課税標準額 筆 数

区 分
(人〉 (m' ) (千円) (千円) (筆)

2'8iO ふ さ(，0 &さ~9 2ご注，&lu-.:::.._:ヨJ1，L(，f"-f---sf，;:S 1'" .:::..必 4ど6(L.s-f，;:s 
• 

企~本則による課税がなされたもの

個 負担調~率1. 05が適用されたもの 2:9:0 ---------- ----------人 上の " 1. 1 " 3:0!0 
J r r J r J J J J J  r -----J一三4J三一f三-二二てr二-二-r二三J一-P ー二- --一一 ------非 非 " 1. 15 " 3:1 :0 ----- --一一 -----記も

3:2:0 
JJJ-，J，JJJJ，--戸J - -，戸戸-戸戸戸-戸--，F-，- J ----- -----_--住 " 1.2 " 

宅
以の . 1. 25 " 3:3:0 ------ -----------宅 用 タト " 1. 3 " 3:4:0 

地 計 -3:5:。
住 計 3:6:0 ..:::t _;j(.ど一三 6s9/.ムE こ与三 I，Lら(j_L(:f， L~ミ ム:J 1，L6~ど丈tくよヲ :~ &クタ

本則による課税がなされたもの 3;7'0 α3ム~6)6Qb2 f，s 9~どム .:s2f.ム f，月-9~ど._) :J&.ム /268 
法 負担調笠率1.05が適用されたもの 3:8:。

J-pee---J，rerJead-er--d rp，JJJ-，p JJJJJe-'  

人 上の " 1. 1 " 3;9:0 
_____ I _____ 

非 " 1. 15 " 4!0:0 

t=JJここ「こ二f二二J二二=~~ ~c も _______ 1-------'i会- 住 " 1.2 " 4i1;0 
宅

以の
" 1. 25 " 412!0 1-------1 ___ 一一

用 外 " 1. 3 " 4:3:0 
地. 計 4;4;0 

計 415:0 〈ど8ふ /ι16069 __6s_9ぬ漁_)_ ん土タ4どム ~8.J 126& ，-， 

用 本則による課税がなされたもの 4:6;0 二)，s?二11，L __) .~.~♂←つ〉φつ

空竺
~タ 4ど06 91，L.s-1 t-6ι? 

負担調~率1. 05が適用 された もの 417io 一一一 ------- _______ I _______ 

地 上の " 1. 1 " 4;8io 

三三三
----- _____ I _____ 

" 1. 15 " 4:9;0 ------三三三
_____ I ______ 

計 ~è も
5:0:0 ----- _____ I _____ 

，砂 1. 2 " 

地
以の

" 1. 25 " 511 :0 ------
_______ I ______ 

， ， 
外 512:0 " 1. 3 " 

計 5:3;0 
計 5:4:0 ム 9ム〈ど こ』 ミJヨ土 )92 _R2__jι。ι9立主 仰向日出 £ムι之ー

一10- 概調土-8



第 5表 宅地等の負担調整に関する調(つづき) (補足弱査そ の 1) 

(法定免税点以上のもの)

都
一
市
一

京一野一

東一日一

名

一
名
一

清
一
村
一

劃

一
町
一

都

一

市

一

)
 

I
 

{
 

(2) (3) (4) (5) 

戸田所有者数地 E責決定価格課 税 漂 準 額 家 数

区 分 (人) I (m' ) I (干円) I (千円) I (筆)

本別による課税がはされたもの ち510 世 話 /ι/N9ω9895い/F?)(，!ω 日/付 /96ωム日 Ufqf 

宅 合 負担調墜率1.05が適用されたもの 5:61o 1 ___ 一一一一- JJJ-JJ JJJJJ.-Jp-J---J J J-JJJ- I ___ ----

上 の ・ 1.1 ・ 5:7;0 三三三f -------1 _______ 1 ______ J tJιJ三J-三JこJこ-J二二J J 二
も u 1. 15 u I 5:8lo-----_____  1------------

1. 2 " 1 5~9:0_______ 1------- ------
以の " 1. 25 " 1 6:0;0 ------J ----J -JJJJJJJJJ ---1------

外 砂 1.3 " I 6:1:0 1 61 6ど♀ノ~ピ4斗 L2.6..:::.. A 
地計 小 計 6:2;0 J6 AA J乙UO心乙.2fW.. 6 

計 6:310 ヰ立ζ6.2 9 (，!f?05o)'l~ム.2 0ど￡主主￡ノss?タf? :;， S~ど とど//:;5-ーユ

本則による課税がなされたもの 6:4:0 I _L♀♀/ ムヰ~P 主♀主空乞£土主 JU000 83/ Sさso

そ 負担調塁率1.05が適用されたも の 6:5
1
0 一一一 一一一 -------J一一一 正J三J三J三二---二二r 

上の u 1. 1 u I 6叫O ------ -------J ___.--J 一一一一ー
も" 1. 15 " I 6:7'0t-こ__  三-二-二P 一------1 ______ ---------JJ-J JJJー |

の記 砂1.2 " 1 6'81o 1_________-I-----JJ l---一一|
以の 6;910 -----J -----__ 1 ___________ 1 _______ 

外 。 1.3 h I 7;0;0 I ~I s ~&s 五廷皇室主 ノosu'O_，______  --'-ム
他 小 計 7;1101 8 df主Etl 8688.3 ど_Q__，主K Q/ム

計 7!2:0 乙企s:9I -斗 s9A)63 主主え主乙之主Q_ タム企どQ42ど fAζ〉

本員IJによる課税がなされたもの 7;3:0 ヰ土手位 ノム 0辺ぷ£害空三 ノ~/ '/96 d>_)s I _Ej后 S>96
総 負担調笠率1.05が適用されたも の 7:410 ---J  --J--- 1 _______ 1 _______ J 

上 の 。 II H 71510 JJJ一一- ---------1---------1 ___________ 
h 1. J 5 " 1 7:6:0 一一一 一---1 _________ 1 _______ 

記 も ，-戸- ----
1. 2 " 1 7:7iO 1 ___ ----1--------1-----------1 ______ 

以の 7:81日 ----~I---J-- 1---J  ----J 

外 u 1. 3 u I 7;9:0 ノU タ々タ? ぷ♀主£ I~ /0ふ /P 

計 小 計 8:0:0 /α 主22.1ム泣M4/0ムノ2
計 8・1:0 iミ4江主hl__Li 0)?_)?01.)SSM90泊 //?j))'f?o99ム47 s69/~ど
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第 6表農地の負担調整K関する調 (補足調査その 2) 

(法定免税点以上のもの〉

室
、
市

ム
ハ
野

夏
日

開

一

村

地方公共団体コー ド

)
 

-(
 

(2) (3) (4) (5) 

行番号
所有者数 1世 積 決定 価格 課税標準額 筆 数

区 分
(人) (m' ) (千円) (千円) (筆)

90: 110 1
12 2

‘ '9 54 69 "" 本則による課税がなされたもの

負担潟笠率1.025が適用されたもの 0:2:0 --------J4rrJFFJA e，，dpJ，d戸，a，F，， 

_____ 
------上の " 1. 05 " 日!3JQ -♂--戸-戸-戸-♂-戸戸-戸戸戸-戸戸戸-戸-戸戸-戸戸-戸r戸-戸戸戸-戸-♂-戸戸戸-戸-戸-戸-戸-♂-戸-戸J戸-♂-戸-♂-♂-

_____ -----_____ 
geも " 1. 1 " 。:4:0_____ _____ 

/J/JJJ/  / ----------図 。:5，0
_____ ---- _____ 

------以の " 1. 15 " 

外 " 1. 2 " 0;6:。 ~ 699 止どQQ よj_江タ 」土

般
計 。;7:。 2 ι，99 SJQQ ふーミ手 ごf

計 0:8，0 主 Q22. J主LQQ 企ムE ，{-

市 本則による課税がなされたもの 0:910 

負担調妥率1.025が適用されたもの 1rO:口----------
_____ ----_____-

街
上の " 1. 05 " 1;1:日

_____ 
JJJJ  ttJ三J三三/二二ー二二J J JJ  ------~è も " 1. 1 " 112:0 

_____ _____，-----! ------- ------イヒ 畑

1:3iO 
_____ ------1--------1-------_____ 

以の " 1. 15 " 

外 " 1. 2 " 1;4:0 企五と //主主主 £じLJd 主 ~~O £土区

計 115;。 主五ど / / ，主ft 2主A ι 主呈';)0 s-s 
援 計 1:6:0 主立 //_Jss £土//<ど 主 sl主o ーふ土

本目Ijによる課税がなされたもの 1:7:0 
一/二三7農 負担調盤率1.025が適用されたもの 1 ;8:0 

-------! ，  | ーー_____ 

_____ 
上の ， 1. 05 " 1!9!0 --------------，--------1'1 

地
~è も 1. 1 2:0:。_____ _____ 

JJJJJJ-eee--ee/depreda-- |JJJ//  r - ----" " 
計

2;1jO 
_____ 

--ー----
----以の " 1. 15 " 

外 " 1.2 " 2，210 主主 ぷご込g__tι /L2Q 斗，[~ 」μ 主E 60 
計 2; 3~ 0 ~/ __L_j._Q主主 ~与/~ど (L /5旨9 _!JQ 

計 2l4;。 ミ? /ふ o_i立l _LQQ ム/~ど (，L /.f9 」企

q
，ι
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第 6表 農地の負担調整に関する調 (つづき)(補足 調 査 そ の 2)

(法定免税点以上のもの)

都道府県名 東京都

市 町 村名 日野市

)
 

1
 

(
 

(2) (3) (4) (5) 

分 行番号
所有者歓 地 積 決 定 価 格 課税標準額 筆 数区

(人〕 (m' ) (干円〕 (千円) (1ft) 

'is:o可 2‘ 9.961" R，与 54 量主‘'本jjIJに よる 課税がなされたも の J斗 〈ど

負 担調~率 1. 025が適用 された もの 2:6:0 

4三こ三こご二 -----戸-戸-♂-戸-♂戸- JfJJ・-JJJJJJ -------____-
上の h 1. 05 . 2'7:0 ------- -----------~2 も . 1. 1 . 2:8:0 -----------------戸----

国

2:9:0 --------------------以の . 1. 15 " 

外 . 1. 2 " 3:00 
上

3'1:0 計

計 3:2:0 
一〉 タ.96 8き R~ ちL

:2 
3:3:0 

4三こ三三三三ζ JJ/J/J |工二三二三二f三プ|一---一--

二以本則 に よる課税がなされたもの

負担調笠率 1.025が適用さ れ た もの 34:0 -------以

3'5:0 -------上 の " 1. 05 " 

2己も " 1. 1 " 360 1---- 1-------1-------1------外 畑
3jrolJ，JJJJ 

__--・--l---- 1-------1------以の " 1. 15 " 

外 " 1.2 " 
の

計

計 ノf?~o~ 1 /0/，ふ /0フ:与 ム4ど
~ 

キ ノ叫三三三竺三| 

主主本 目IJに よる課 税がなされたもの

負 担調聖書率1.025が遜用されたもの

4EO /J二J f二JJ二JJJア~1:2Êi25ê -------地

4'3:0 J_________I 戸戸-戸戸戸--戸「戸-戸- -------上 の " 1. 05 " 

:2も " 1.1 " :4:0 1_________1_______'_______1 _____  ----計

4:5:0 I_______~ I _______ I _____ ----以の " 1. 15 " 

外 N 1.2 " 4:60 

計 410 
計 4:8:0 /主 ノクムタダ L__LS_壬 / / ~合F、 主皇

勺コ
概調土-11



第 6表農地の負担調整K関する調(つつき) ( 矯 足 調 査 そ の 2) 

(法定免税点以上のもの)

都道府県名 東京都

市町村名 日野市

行番号
所 有 者 数 地 積 決 定価 格 課税標準額 筆 数

区 分
(人) (m' ) 〔千円) (千円) (筆〕

94:9;0 1" ム|目 9861'9 &31担 &，♀ 
国

本lllJによる課税がなされたもの I，L 

負担調笠率1.025が適用されたもの

則二二三三1________三ラ三三二1----------------上の " 1. 05 " ~ 1: 0 1___________1___________1__________1 ________ --------記も " 1. 1 " 5.i 0 1__________1___________1___________1 ________ --------回 ;0 I~~__________I __________ --------以の " 1. 15 " 

外 " 1. 2 " 5:4:0 1 :r 1 6991 冷/001 υタ s-
メE32、

、今 699 主/00 さJ江9 」土計

計
‘そト / f.SN; ぐ I~冷 α/ム| 9 

本目IJによる課税がなされたもの 5:7;O ノ/ノPき09JJJノ-!yd-ぬ1 102ぷ| 以
負担調笠率1.025が適用されたもの

自 こJJJJJこJJJ二JJ J 二 --------1~ __________1 ________ 上の " 1. 05 " 引 o1__________1__________1___________1 ~ ________ 
記も " 1. 1 " ~ 0' 0 1___________ i __________ 1___________1__________ ! ________ 

畑

仰 1-----------1----------1-----------1-----------1----------以の " 1. 15 " 

外 " 1. 2 " 

6;20 持 | ノ/SHP9t49u3オ| 叫泊 村
計 ~30 1 泣 | ノL_"争対 2? ，9 ~o l 付

計 ~4: 0 I t.L/; ムタ 663L ..96 ωω| 刊

本員IJによる課税がなされたもの /、争 | 19ニJα 1/“ | / /s61 ム_2_
負担謁笠率1.025が適用されたもの 460J/J-♂----1-------- /J/JJJJ/ J JJJ/JlJJJJJ 

計

~ 7: 0 1___________1 ________ 1----------1--------上の " 1. 05 " 

記 も " 1. 1 " dgoJJJJJJJ/ JlJJJJJ JJJJJJ/ / ----------------計

~ 9; 0 1___________1 ________ 
----------------以の " 1. 15 " 

外 " 1.2 " 7: 0~ 0 ノム οSY .L豆'0-l1t.L 心ど /s9 m 
計 内1:0 幻 | ノム o.f~ど /DO .).I(L t，t. /，去9 1，0 

計 計20 fol J子/冷〈どP 10/込/0 tδ/.f K 

1
 

1
 

(
 

(2) (3) (4) (5) 
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第 7表特定(既適用)市街化区域農地の負担調整K関する調(制調査その3) 都道府県名東京都

(法定免税点以上のもの) 市町村名 日野市
地方公共団体コード

)
 

1
 

(
 

(2) (3) (4) (5) 

行番号
所有者数 地 積 決定価絡 課税標準額 $ 数

区 分
(人) (m' ) (千円) (千円) (筆)

本員IJによる(価絡の 2分の 1)課税がなされたもの 90:1:0 1
12 

ノ9/1
2
' 二::>_:ヨ//d'S't sーミ:2，//0;>5<ム 6d!:;'/(ど .9 的ず

負担調隻率1.05が適用されたもの 0=2:0 
JJJJJJJJJ  -

-----ー
JJ-rJ-JJJ  J ---------上の N 1. 1 H 0・3:0 ------ ----------h 1. 15 h 0:4:0 

三JJJ三JJ三J ごJr二J J JJ一 JJ一JJ一JJJ- | 4工一三三三二一二三一士三 --------~è も 。:5:0 ----------国 h 1. 2 h 

以の
H 1. 25 h 0:6:0 -一-一-戸一-戸J一-一一-戸--戸-戸-戸-戸-戸r戸--戸-戸戸-戸-戸- ----外 N 1. 3 H 07'0 

計 0=8:0 
計 0・9'0 /9'> ムδ:>/~ð' 1 k-aミ1_2-ノ五ζE ミ 6/、守 S'/(，L ム主豆

本則による(価格の 2分の 1)課税がなされたもの 1=0:0 ノ 0;)よき J ，{-ι/; .~司/() i王/d司会-/丈tC，CL /P φム、4トうT~コム ふωフ
負担調繁率1.05が適用されたもの

1 '1'0 一--一J 一-- 1----- J J - J - J J J J -F -----------上の . 1.1 H ------ --------" 1. 15 . 1 :3:0 

正tJJ三三J 二J三工J二二二J -rrー | 三三J 三J 二三J二三 -----~è も

| JJJJJJJJ・-JJ-' | l J JJ-JJJ- ----畑 ，砂 1. 2 h 1=4:0 
以の

" 1. 25 . 1 =5.0 ----外 . 1.3 " 1 :6'0 
計 17=0 

計 1:8:0 ノ o~j J金-6s.}/O _~ I' 'iU/  ，(-6'/. /~ 9..>t-/~ーミ 込 F、9:>
本員IJによる(価格の 2分の 1)課税がなされたもの 1:90 ノムJき0 I 20ム〈ど9P

空竺
ムノ，{-，~ 9 ば6 1 (L ，" (どる

負担調隻率1.05が適用されたもの

2:0氾三--三J二J ---- 一一--1 --ー--

上の h 1. 1 . ------ --------" 1. 15 . ----J三J-三J こ一J ご一一= ----------te も

2'3'0 -JJ，，--rJ-，--rJJ---JJJ一-一-一一--JJJJ，--rJJJ-，--戸-戸J-，--rJ----JJJ-，--rJJ-，-戸戸-戸-戸-戸一一-一一一-戸-一J----JJ一-戸-一-一-一-戸-一- ι ---- ------- - 一 一計 h 1.2 H 

以 の
' 1. 25 " 2:4:0 ------ ー - - ー - ------外
" 1. 3 H 280 

計 2=6:0 
計 2・TO ノム斗ο / 20~ tL9J> 〈ど与の'/P)'ノム 三/ 迂巴与 9ふs-6 I/.~三fコ
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第 7表特定(新適用)市街化区域農地の負担調整K関する調(つづき) (補足調査 その 3) 

地方公共団体コード (法定免税点以上の もの) 都道府県名 東京都

市町村名 日野市

)
 

l
 

(
 

(2) (3) (4) (5) 

所有者数 地 E置 決 定 価 格 課税標準額 筆 数
区 分 行番号

(人〉 (m' ) (千円) (千円) (筆〉

本則による(価絡の 2分の 1)課税がなされたも の 92:8=0 1" ι?QY， 企益金坐ムi39 /0 9S之ヱ，s，t_担 s-笠L，t(L 9s-/d
' iム主主BO ノ0

(うち負担調笠錯置の適用を受け ない もの〉 2:90 ごf L笠ミi iム旦LL S-0/-':当 」土
負担調益率1.05が適用された もの 3:00 

ー-- ー-- ー--ーー ----一一ーー
上の " 1. 1 " 3'1:0 ----|一一一一一ー ----一一一一一 ー一一一一一
記も " 1. 15 " 3;20 戸-ーー 戸戸--戸- J 一一 戸一一一一ー -一一一ー国

?;.30 I ------------ー" 1. 2 " 
以 の

" 1. 25 " 340 ----一一-- ---一一一ーーー 戸一一一一ー
外 " 1. 3 " 3.50 

計 360 
計 37:0 (L0!，L 6.:f0 1/.::11 __L()___}J_主主2金:t_ ~もm ノ 62ム

本JlIJによる(価格の 2分 の 1)課税がな された もの 380 止さ/ 89090ム ノ.s-66.s-f，j ~ 2 ??/9 6.s-.s- ど_2QQ_
(うち負担調整借置の適用を受けな いもの) 3:9'0 /S ら必主l

三二二主二二二主戸立
ノ9'/ふ/ ;込O

負担調笠率1.05が適用 された もの 400 
一一-- 一一一-- 一一ー一-- --一一一一上 の " 1. 1 " 4:10 
一一一 一一一-- 一一一一一戸 --ーー

~è も " 1. 15 " 420 一一一 |一一一一- --J 一一一一ー 一一一畑
1. 2 4.30 

一一-ー-- 一ー一-- -一J一一一一一J一-「 | 一-- ----" " 
以の

" 1. 25 " 4:40 
一-- 戸一一戸ーーー 一一三一一ー ---ーー

外 " 1. 3 " 450 
計 4:6:0 

計 410 SδLl 丘2Q2Qム ノ-<;1く戸く S6/2 つTFt! 9 6s-，{- __L__2QQ 
本JlIJによる(価格の 2分 の 1)課税が屯 された もの 480 9δご「 1宣主/主主ミ ム企ム主主き?二』 /ふーコタk_L_、s-a 主ι主ヰ
(うち負担調笠措置の適用を受 けない もの〕 4:90 ムQ ::> 91ム &'主 62/ 二￥(L~o(L J孟s

負担調笠率1.05が適用され たも の 5:0:0 一一ー-- ----戸一一一一Jーーー一-一一J一一一一-J戸r戸一一--一一一rー一
一一-- ----上の " L 1 " 5:10 ----一一三戸- 一一一一 ----記も

. 1. 15 " 5:20 
一一一- 一一一一-| 一一-- ----計

5・3:0
一--- 一一一戸一 一一一-- --一一N 1.2 " 

以の
" L 25 " 5:4・0 一一一一一ー 一ーー-- --------ー一一一一ー

外
。 1. 3 " 580 

計 5:6'0 
計 5:1'0 fδ~ I ノ 4ァム / ~ムJ .26__6ム~ム /、;).j_ 9.s-d-o ~ <ど♀ム
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第 7表特定市街化区域農地の負担調整K関する調(つづき )(補足調査その 3) 都道府県名 東京都

(法定免税点以上のもの) 市町村名 日野市

)
 

-(
 

(2) (3) (4) (5) 

戸 口所有者数地 積決定価絡課税標準額筆 主主

区 分 (人) 1 (m' ) 1 (千円) 1 (千円) 1 (筆)

本則による(価格の 2分の 1)諜税がなされたもの 95.8012 42どH 含62Mタ，.J/ιJ/JPゼJタJ0主 54 s' oJ1タo691.9 ム斗♀ア

負担調選率 1.05が適用されたもの 5.9泊 --~I~I-----I~ ~J 

上 の . 1. 1 • I 6'0'0 JJ~ I ~JJJJ' JJJ-FJ-e-rJ-J--=---I~J JJd-JJJJJJJ F 
1. 15 ・ 6:1:。一一一~1 _________1 _____ ー |

阻記も " 1. 2 ・ 6:2'0 JJ~I--J---- 1 ~J~ I _____ J JJ-JJ一-一Jr l 
以の 6: 3 ;0 1 _-- 1 --J~ I ~- ---~I~I 

合外。1.3 • 16・4'0

小 計 65:0
計 6:6'0 ム金L 呈金ヱL&守 Jら4呈ι2Q主 j量QE2069 ご江二LQ/

本則による(価格の 2分の 1)課税がなされたもの 6:7;口 ノ村4ど ムι土6_ui 、f~ .s-/〉 df ふ6'/tL.，t-<A? 、十 αタ?

負担調盤率1.05が適用されたもの 68:0 1 _____ ----- _____ 1 _____ 一ZJr-三-Jr一三-rr-J二r-r「JJ J 二J 上の " 1. 1 砂 6:9:0 -----J ---------I~JJJJJJJJJFJ JJJ-J 
7:0:0 1一一---1--------1________1 ~ 

焔 ~èb" 1.2 . I 7:1:0 --J- 1 ------- 1 ~~ 1---------I 
以 の " 1. 25.  I TtO I ______ JJ~ 1------ 1- - -ー | 
外 . 1. 3 • I T3D 
小計 7:4:0

計 7;5:0 乙よ6!L ム笠￡~ム 付 SL?AJ ム6'/(Lsω/1 S~dフ
|本則 による (価絡の 2分の 1)課税がなされたもの 7'6:0 ふL6K~ 心39A/ 49 2Qム o~Ç( I ~(，f おαS06 ! '/ '7I"P 

負担調笠率1.05が適用された もの 77'0 ----- _____ 1---- ~ | 一戸JJ二-二J二一三こ-J--==一J 二J =ヨ
計 上 の ・ 1. 1 • I t8:O JJ-----1 _ _  J J  44r-工二三二r二ご-二三 |J一一「!

1. 15"  I T9D I _____ I ~ -----| 
記も ， /~ 1----- -----ーで

計 " 1. 2 " I 8'0:0 --J----1---- l---
以の " 1. 25 "  I 8'1:0 ------ --J ~J -------

外" 1. 3 • I 8:2:0 1 1 1 1 
小計 8:3:O

計 8'4:0 ム 16s- 、守りよ:LRJ/ 62_2邑 oS;q ~ζ 左主立」包6_ ウ??~
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第 8表段階別納税義務者数及び課税標準額等K関する調(満足調査その 4) 

地方公共団体コード

都
一
世

京
一
野
一

東
一
日
一

名

一

名

一

県
一
村
一

息
一
町
一

都
一
市
一

(1) (2) (3) (心 (5) (。

謀税標準額 が 銀説標準額が 課税標準額が 謀税喜重準額が E星税療準額が 課税標準額が

区 分 行番号 1 0 万円未満 1 0万円 以上 11 1 1万円以上 12 1 2万円以上 13 1 3万円以上 14 1 4万円以上 15 

の も の (7) 万円未満のもの ω 万円未満のものむ) 万円未満のもの ω 万円未満のもの同 万円未満のもの ω

01110 
12 23 H '5 56 67 77 

納税義務 者歓 f人}
ム0/ ノ0 /0 ノム /冷 ‘守

決 定 価 格 f千円) Oi2:0 ふoみA、c- ，:' ，c-守/， ふ 0((.':J 企ど)，寸戸3 ご~ ).3>0 / o.s.s-
課税額準額 f千円) 01310 2? 21>// /oCど6 /ノt/ / (L /?f，L ノ)<L9 4ど~，~
総 地 積(m 2) 01410 ~//o立 J弘 90 ~ ~J/ 〈どム0/ ふよ/、f さ宕

(7) (8) (9) 。。 自v 03 

計 E果税傍準額が 課税僚準額が 謀説標準額が E果税標準 額 が 課税標準額が

区 分 行番号 法定免税点未満のもの 1 5万円以 上 16 1 6万円以上 17 1 7万円以上 18 1 8万円以上 19 1 9万 円以上 20 

(7)+μ)+tフ)+ω+納+約) 万 円 未 満 の も の 伺 万 円未満の もの0) 万 円 未 満 の も の例 万円未満のもの(オ 万円未満のもの例

0: 1: 1 

12 23 " '5 56 ゐ，7 771 
納税義務 者数 9 f人)

一)<L9
E子 F子 /:S 

決 定 価 格 {千円}
I ~ I 

〈どPμPα012i1 ~6)/ んムLどくど ，~/06 ゼ//A' ノニi_RC{...)_
録税標準額 f千円】 013;1 /α '/巴守〈ど / ~ど0ム ノ ~.~SJ / iLodl / 1L6tら 、々寸ム斗

t{; 地 積(m2) 011411 1 4ど~ s'/s 込 /<L9 二江 0/き ノ~9 ちLt-!?9 .ffム

03 O~ os oe 。司 0$ 

計 課税標準額が 課税保準額が 銀税標準額が 課税標準額が 課税標準額が

区 分 行番号
1 5万円以上 20 2 0 万円以上 21 2 1万円以上 22 2 2万円以上 23 2 3万円以上 24 2 4万円以上 25 万円未満のもの

件H (9)+例+(オ+例 万円未満のもの(斗 万 円 未 満 の も の 伺 万円未満のもの 同 万円未満のもの ω 万円未満のもの伊)

'|l 12 23 
3‘ '5 56 67 77 

納税義務者数 f人) 。i112 ，s--cど /0 ノム /よヲ ? ~O 

決 定 価 格 f千円) 0:2;2 ~O 9dl) ?? /~.ì 2 6d?f，L /0 909 ，<;-01_込 ノ!;J9/)-
課税標準額 f千円) 。:3;2 96ム6 ..J. 0 (.ι~t J江主M ムタムム / f，，~ミプ〉 <L 90注

日L 地 積 (m2 ) 01412 9<どタム 込O~ ニュ)9 (，L 9 iL匂 一与えZ ?ムR

-18- 概調土-16



地方公共団体コード 第 8表 段階別納税義務者数及び課税標準額等K関する調(つづき) (繍足調査 その 4) 
都道府県名 東京都

市町村名 日野市

。9
" (10 ω 凶 G!~ 

小 計 謀説"~事額が 課税標準額が 燥貌標準額が 銀税標準額が 課税標準額が

区 分 行番号
2 0万円以上 25 2 5 万円以上 26 2 6 万円以上 27 2 7 万円以上 28 2 8万円以上 29 2 9万円以上 30 万円未満のもの
ω+(埼+伸+tA+例 万円未満のもの例 万 円 未 満 の も の ω 万円来事時のもの伺 万円未満のもの(ト) 万円未満のもの例

納筏義き若者数 f人3'01115 '2 23 34 45 

9 
56 67 

1.(;-1>_ミ ノ0 // ノム
決 定 価 絡 f千円} 01213 

J包 ')ocど "/δ.s-o ノoa?) プ〉与尋ο 9 I"{L'4 /(L おふ/
II 税療準額 f千円 1 01313 ノ4ど0)ム 斗 SGどム 二~ 9~s ム4どρ、守 :ミ tLo(L 〈ど 4ど~(.(

総 地 積(m2】 01413 6 <::どタム ~ O~tL 6/ .:yf? ムS>.δ (L / /争 f，;キ~

四 ω E司 四 四 ω 

計 謀説標君臨額が 録税領準額が 謀校標準額 が 銀貌t=準額が 諜貌標準額が

区 分 行番号
2 5万円以上 30 3 0万円以上 31 3 J万円以上 32 3 2万円以上 33 3 3万 円 以 上 34 3 4万円以上 35 万円未満のもの
例+ω+(丹+(時+例 万円未満のもの ω 万円未満のもの伺 万 円 未 満 の も の ω 万円未満のもの(1) 万円未満のもの付

0:1 :4 

12 23 ，. 56 7J 

納税義務者歓 f人】 主.I // ふ(，L ム‘斗

百k 定 価 裕 f千円】 。1214 (.(9込"// 9I?o2_ ムミ~ι ふ/ムム6 ーコ ~R.ムo ふ)~~çど

課税 額 準 額 f千円 1 01314 ノ、毛 /JY~ J当きく't./ ι!l;:S/_ "/~o) ?こ;>).ぜ て〉タ(iム

o& 地 積(m2 ) 01414 /(，Lこ)，0ら 〈どo~ど &/6 ノム(L') / Iι守ム α)~トタ l

00 ω ω G4) cl5 ω 
計 録税標司直額が 課税標単額が t星税療準額が 課税標単額が

区 分 行番号 |3OYL円以上 35 
万円 満のもの 3 5万円以上 4 0 4 0万円以上 4 5 4 5万円以上 5 0 5 0万円以上のも 合 計

ω+ω+ω+，ノl+付 万円未満のもの ω 万 円 未 満 の も の 切 万円未満のもの付 の ~昔

011|5132 
23 ，. 

‘
5 56 1 67 7J 

納税義務者歓 f人)

決 定 価 格 f千円】 01215 

謀 説 標 準 額 f千円} 0:3，5 

総 士自 積(m2】 01415 

-'9-



， Jj 3:2j11218 

第 9表 課税標準の特例等に関ナる調(補足調査その 5) 

(法定免税点以上のもの)

都一、市・

京
一
野

東
一
日

名

一

名

県

一一
村

府

一

町

都

一

市

(1) :2) (3) (4) (5) (6) 

了子-------土よ 行番号 因 畑 宅 地 山 林 そ の他 計

{千円) {千円) f千円} (千円) f千円} f千円)

0，丁1111 10 
'2 " 

45 5' .7 77 

評 価 額 の 1/2の額
第 9項

。 ~210 援額となる課税標準額

第 161;頁
評価額の 1 / 2の額 01310 
減額となる課税標準額 。i4jO 

法 第 23項 評価額の 1 / 2 の額 o IS!O 
〔新法分) 減額となる課税標準額 。i610
第 23項 評価 額 の 1/2の額 。17!O 

第
(旧法分) 減額となる認税標準額 0;8 ;0 

評価額の 1/6の額 。|引01
第 2n頁

被語となる課税標準額 1 ;010 
349 評価額の 1/3の額 1 11 ! 0 

援額となる課税標準額 1 i2 10 
第 29項

評価額の 1/2の額 1 13!0 I 
条 在主題となる課税標準額 1T4i0 

第 30項
評価額の 1/6の額 1tlD 
減額となる課税療準額 1 ;610 

の
評価額の 1/6の額 1 1710 

第 31項
援額となる課税標準額 1 ~8 io 

第 32項
評価額の 1/6の額 1 -!9:0 

3 
減額と な る 課 税 標 準 額 2 iO 10 

第 33項
評価額の 1/ 6の額 2!1 10 
援額となる課税療準額 2 12 iO 

11< 評価額の 1/2の額 2~3 j o 
附 第ぬ項

2 14 iO 貝q 波留となる課税標準額

第
評 価 額 の 1/2の額 2 !S!O 15 第 2 項

条 援額となる課税標準額 2 !6 iO 
~第の

(言第語2の羽 評 価 額 の 1/2の額 2: 7;0 附152
目IJ条 きま額となる課税標準額 2:8 ;0 

-20一 概調土-18



第 9表課税標準の特例等K関する調(つづき) (循足調査その 5) 

(法定免税点以上 のもの)

都
一
市

京
一
野

一口
H

東一名

一

名

沼市

一

村

劃

一

町

都

一

市

L;312ili2i8 

)
 

l
 

(
 

(2) (3) (4) (5) (6) 

~ ----;---__ご¥目 国 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計
行番号

(干円) (千円) (千円) (千円) (千円〉 (千円)

i ! '2 23 34 (5 砧 .7 77 

評価額の 1/2の額 2:9:。
ど斗空五と主主斗 ノム 9~ど‘仁_ü

法 事長額となる課税標準額 3:0:0 /主~~込 .LムタfL.0..2 
附

第 1項

311 :0 評価額の 1/4の額

員1)
主主額となる課税標準額 るi2:0 

第
評価額の 1/2の 額 ろ出!o

15 第 5項

3 ~4b 援額となる課税標準額

条
評価額の 1/2の額 3:5:0 

の 第 7項

歯車額となる課税標準額 ろ :6~
3 

評価額の 1/2の額 ろ:7:0
第 8.1:頁

ろ:8，0減額となる課税標準額

法第
評価 額 の 1/2の額 3 :9 ~ 0 

第 5項
減額となる課税標準額 4;0:0 

附38

評 価額の 1/2の 額 4i1 :0 
則条 第 6項

減額となる課税漂準額 4:2:0 

法第 評価額の 1/2の額 4:3:0 
附39 第 4項
則条 減額となる課税標準額 4:4，0 

~l ノム匙£註 J乙ム 9~どs:ムミ評 価 4，5:0 
メロ色、 計

4:6:。 ノふ9cどtコ.)_ / 込 9~ιξ~.)_滋額と t，i.る課税標準額

11用7法第2を2附畳・fず則2る42も第2の2を162舎条1tZE Y41 1 
評価額 4:7;0 

減額分に相当する諒税標準額 4:8:0 

《

J
4 概調土-19



第 10表介在農地、介在山林及び市街化区域農地に関する調
(補足調査 その 6) 都道府県名

市町村名

」 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

地 積 決 定 価 格 単位当た h価格

区 分 行番号 法定免税点 法 定 免 税 点 行番号
法定免税点 法定免税点 平均価格 最品価格

評価総地積
以上のもの

総 額 未満のもの 以上のもの
信仰nう

未満のもの
(千円)(ロ) (千円) (千円) 肝 /m')(m')(イ) (m') ( .. ') .・ '2 23 34 45 

90: 1: 1 
12 23 34 46 56 

介 在 国 0: 1 :0 、寸ん/ミ 、寸ん/_') /，ど‘~ /(./i台士-f，f， _ì~虫干5 ー、 1">.<ーのl

介 在 畑 0:2;0 、注/(/の/ ムノゼ0/0: 2: 1 S-){L 0/0 S/<ど0/0 ム6~ムミ (/η ノゼ〈ど
I 

宅地介在山林 0:3.:0 )~/ /夕、子 A2_笠 つ>-/f?ム/化
0; 3: 1 

1.L.0，s-62.5' / r..L}?ーら i，L0(ど/タ6 話'Q zと争 ")(，0
I I 

0: 4; 1 重量地等介在山林 。:4:0

既 適用分 。:5;。
ムふ//f?f? ムJ子//S>??Dt 5;1 

よプこ〉ご込1/}(L~ 、イトムム)/(，(~ ム_}_o.~~ /.~Q v.fn 

新適用分 0:6:0 
6~o ([ム〈ど 」主 f，ぶ0i，Lム/

。:6: 1 
ノ〈コタtJ~/~ど S-$ バ)9.壬/7.夫会 ノラふ~ム ーミ念寺o~I I 

市 回

-0。十;1一87十11一1 1 
上記 以 外 0;7~0 

人99 699 」土 /00 ，<;-/00 フムタ!;J つ>'7to 
街 言十 0:8:0 

&68 .~/ / 、与 P!R ミO~ ノら /900も_i tヂ /h ) 90 oO:S ノ♀ ι~S ノ~9 <LSO 
イヒ

既適用分 0;9:0 
ノ 何 々 み/01 1/.ヒ&主三/0o :9i 1 ミ;>&s-/ S65L ふ/2s-/ t/，<ど _iCど/♀ム /(どtタ00

区 新適用分 1 :0: 0 R9090ι 4ど 89090ご瓦1 j O! 1 
/‘寸 665"69S> &/ ノt66!;' 6// ノ/_t8ιム/1δC(

畑

持費 上記以外 1 : 1: 0 1/主/0 J公土 ノ/δs-s-1; n 1 96δタ/ ノム?-/ 9s-I/t/. 呈主主主 9000 

食
計 1 :2:0 

ム〈ど6)/.ム6 /t9 :i CL6'十〉去-(，)
1 : 2! 1 き~き 6/.) 6.s-J /‘子」トi?た?ミム/~二斗 9/: ム/'7~6 /U .(← 900 

" 
ω o?-R )/ム |

既適用分 1: 3: 0 ノ!?O_i(どタSJ / !?oム Cどタ五 1 : 3: 1 (L_注 o/Jl)1込 コ必d'タタ ，(d90D 地

ム6ωω| ノωI_)6ω め
新 適用分 1 :4: 0 

ノ、サム/ 司会。 三 ノ、(:_J/<~.J~ 1'4: 1 1/士。。 .Y) /dl，L 
計

I 。000上記以外 1 : 5 ~ 0 
ノムム09 ノl;/;- J、。土{/..1j51 ノ0/μタ/ /ふ/'/ /DfJムノα P i?/ミI .... ~ 

計 1 :6:。
主主::160♀?  /6:'与 さききsoJ"/t 1 16: 1 ら守.?笠通三t主 / <L/ / 69 J}o.ごk 込 9~ ムo タ'_.l.~ど /<LS' 900 

概調土-20
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第 10表 介在農地、介在山林及び市街化区域農地K関する調(つづき)
(補足調査 その 6) 

(8) (9) 。骨 。。 。~ al 

謀 税 標 準 額 筆 主主

区 分 行番号 法定免税点 法定免税点 法 定 免税点 法定免税点
総 額 正E 主主

未満のもの 以上のもの 未満のもの 以上のもの
(千円) (千円) f千円) (筆) (筆) (筆)

9 ， 、2 23 j4 45 5' 63- 7、
介 在 国 0: 1 :2 

l主主主ι七 i坐主主払 主Jミ .J‘;子
介 在 畑 0:2:2 

主ヱι金正金 ごi-2{?o/Q /0主 ~ 
宅地介在山体 。:3:2

立主主よLSl / (，L ~9 i主主/0二)eュ S'.S>.ム n 主金主
農 地等 介在山林 0;4:2 

既適用 分 0;5:2 
二~ 6/ミヨ ，O~孔 ご泊金主ヱ主主 五皇2 五生空

新適 用 分 。:6;2
手位以当 ム皇 s-(，L/s (，L9/; lム主Jミ / lムミ斗回

市 上記以外 0:7:2 
ヰ斗2 ふムタ よ 三L

街
言十 0:8:2 

宕9盟互主2 ムタ g. 0~9 ~9P ~ ..).9) 一五ム$，)6
既通用 分 。:9!2;T 9_J会::>c?_} ノPタムご「フPム ミ69) ，~ 6タ?fヒ
新適用 分 1 ・ 0 ~ 2 /);!/9ム，9/:; <LO "> P.ノ9(，、仁子 / ??o/ / / f?oo ~ 畑

上記以 外 1 : 1; 2 丘企12 ~~ S S>~D t6 / 主主
域

1 :2:2 言十
~f，、 /(，L9 ミs土 ~8 ムf2__2乞皇ム62 主主主~ 土土土二与

Z量
1'3:2 ご込/主主~誌ら (Li:;乞b (j，_，主任6_既通用分

.J./ ，{，::rタ，与，flベ
地

新 通用分 1 :4:2 s_斗皇主￥2 ム2 /~当込9，ç- /!:-o :;1，{.主五三 ミÌ_~ミ二L言十
" 上記以外 1 :5;2 _IL~ 4どR t，L It9 6/ 60 

ヱ笠旦L il主主
計 1 :6: 2 ~(.j f?主皇~主 / /) ミらL~ミ8ιも会 ~ 

今

J
q
，ι
 

都

了
有
L

」ヨ
h

門
一
寸
?
J
一

一rhλ
一

百
点

一

東
一
日一

名
一
名
一

県

一

村

一

間
一
町
一

都
一

市
一
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介在農地、介在山林及び市街化区域農地に関する調(つづき)
(補足調査 そ の 6) 

第 10表

地方公共団体 コー ド

都道府県名東京都

空室日市町村名

O~ 

(人)

日9

市街化区域農地に係る実数(法定免税点未満のものを含む。)

回 ・畑)lIJ 1通用区分別|全 体

(人)I (人)

数

08 

者

q司

務

、、

，命‘ zννjι c 
と← ， 

目白

義

区 分別

数 ' 法 定 免 税 点 禾 | 法 定 免 税 点 以
(人)I満のもの(人)I上のもの f人)

税

09 

納

各

総

新通 用分

47 
j_ 

'" I ..今日:1 ; 31-
L_ー1--

0:2:3 
L4-

0:3!3 
--'ー→。:4:3

ιーー_L_

0:5:3 

日15
~ 

0:7:3 
ト斗-

D;813 
---，-ーマ-

0:9:3 

回

畑

分

在

在

区

介

介

宅地介在山林

農地等介在山林

既適用分

田

上記以 外

畑

分

外

既適用分

新適用 分

上記以外

分用

用

以

適

『
戸
】

畠一一面

適

上

5野

既

市

法f

化

主主

農

地

区

概謂土-22

(注) 17- 19911の各視の紋値は. 14列の:i(1直の単純合計数値ではなt、。
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平成 2年度家屋に関する概要調書報告書

市町村名

東京都

日野市

都道府県名

。記入上の注意

各調査表の太線の枠内の数値は，電子計算憶によって集計するので.下記事項に留意のうえ，

Z己入すること.

調査表には.複写がとれるよう黒鉛筆 rHBJ又は rBJで記入すること.

5. rノーパンチ表番号一覧表Jと「データがある行のみパンチJの欄については，特にま意

して記入する こと。

ω 表内にデータが全くない場合I~. 表全体に大きく×印を書き ， U ーパンチ表番号一覧

表J( r平成元年度概要調書報告書 f土地・家屋・都市計画税)Jの「ノ ーパンチ表番号

一覧表」をL、う.以下同じ。 )の設当表番号の下の欄に0印を書くこと。

わ) 表内にデータが僅少の場合11.団体コードの左の「データがある行のみパンチJの下の

空機に必ず0印を書き. r ノ ーパンチ表番号一覧表J の~当表番号の下の欄に 0印を書く

こと.

付 同一表番号で忽表にわたるもののうち無データ又は極少データの表がある場合の当該表

の取扱いは.(-i)又I!(ロ}の取扱いと同援である。

ι'」.、。
d
ej

る

8
0
0

す

7
7

入

6
4

記

5

K

J

に

4
半

い

3

う

ね

2

2
，

L

1

7

 

てし
岨
円
明

I

t

L

 

値

良

悪

忽の，ゐ

3. ~当のない項目績はさE視とし， ハイ 7 ン f ーにゼロ( 0 )等は記入しないこと.

4 単位の鼠りのないよう注意すること。

地方公共団体コード
第 21表 納 税 義 務 者 数 に 関 す る 調

(1) (2) (3) 

ぶトとと
法 定 免 説 点 法定免税点以上のもの

行番号 総 歓 いJ 未満のもの ω 4イ) (ロ) ω 
軒) 伊} 骨す

9 I ， 12 20 27 

ヱ3，4/9個 人 0'1 !O ユ8:'7/7 ヱ98

~ 
'5 " 50 

139 法 人 1S0 // 

/ 
58 

ユ94ら守。•• ③ 7; 。80

計 3ρヲ .29/$8 

5
 

nJι 

被調家- 1
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第22表 tt: 括 表

都道府県名 東京都

日野市市町村名

}
 

l
 

(
 

(2) (3) (4) 

行番号 数 床 面 決定価格 単位当たb価格 指示平均価額
単位当たb価格

区 分 所有者数 筏 積
指7J'平 均価 額

いJ (m' ) (千円) (円) (円) (70) 

19 ; ; 句2 2 

: 2.5Sa99sI;ク4:16ムフ37 之9.8つ91 Z町例|官邑 数 011: 0⑦ 26，3234 @ zヲー 921 100 
木

法定免税点 。!2:。

~ / @ ヲρ。 @ )'04 ② aつ4も@ 
/1，4/$" /， ]0，右未満のもの

造
法定免税点 0:3:。 之6ρ~以上のもの

。 z号6/1 0Jス:s2azまZ@ク'4;フ'S-S:::J/b 之gヲク之

総 数 0;410 ③ /0..96つ② /2814 モlJ 7.. 637/守B@ / /}. S69.14ーも 4cf-s8/ 4千94b CJf 
木
造 法定免税点 0;5: 0 @ /る ⑦ /ら ③ /18 ② ヲ't之 -{; 31j_ミ以 未満のもの
外

法定免税点
③ //1..5iJ/デヂ 44~~4 以上のもの

。:610② /o.9S/ 。 /ス 798 ⑤又6370.20
総 数 0;7:。② :;730プ 42.13S- e} s: z2b.l9ら @ノタ〆<:.)>.3t811 )6.号。ムー
法定免税点

言十
未満のもの 0;8 :。。 3/t ヲ'20 @ s_9ぇt十@ /.2 5'ら守 イ 3~6
法定免税点

I _j 

テ7oJt-以上のもの 0:9，0 @ 4スチ/.t グ之ノづ~..2J2 。/タ之f之3..5γρ Jor?t) (多考)

非 課税家屋 1 : 0; 0 !掛銭話可 ---------------- 18αρρ0円. 

ro
 

内
J
4 概調家-2



地方公共団体コード 第 23表所有者区分Kよる家屋K関する調

都道府県名

市町村名

}
 

l
 

{
 

(2) (3) (4) (5) (6) 

個 人 が所有する 家 屋 法人が所有する家屋

区 分 行番号

復 歓 床 面
積(m') 

決 定 価 格 単位当た b価格 榎 重量 床 面
積(m') {千円) (円 (千円)1 (円)

， 包 2 31 ‘2 
50 61 71 

木
害を. :2 0・1・0 .2タ.2デZ 之.S7b:J/4ワ3比J乙♀fJt 一〉空101 bヰ ワ之ι21 /..s-243斗 M 汗r;2
法 定 免 税点

〆8)_]_未満 の も の 0:2:0 .2'1ι 8-~60 i/sず} ιぶL9f，L 3 12も 3'38 
造 ;;: 定免 税点 ュP9守も ーっヱ叫以 上 の も の 0'3:0 」乙知ヴ'1そ4?l23!井P ー込ヲ斗0之 6ユ/ メ、伏 3CJ(A ;2/.t?之/

木 e' :i 。:4:0 I(J， 32~ Q6;J，_/49 f匂ムi2338 主主主6fJ 之与:c.1ら λL吟舛ヰ 幻w~(?8 4-tJ_I?O 
造 記圭 定'i! t望点

。:5:0 つ4-9 ;!..)...?61 以 完 了膏 .') {. の 160 4ーらJ!j I~ .>-03 
外 法定号~ i宅<'1. 0'6:。

í~ 3i.f 'ltl宏司 夕立j鮒 ..t-2. )-6~ 之μムd 必ワミs3/ 4五品~ 6fJ.t以上のもの 1 ・ 4-0， /つo
官主 tl 0:7; 0 /Jtgo I 3~宏~4-6) ノメ，$24:紛 J.t， ~I / :10立さ; dうどトワ.つ:33 る8:8//，/.ミ斗 テ~ 31之

計 法 定免 税者
。:8:0

きrI1 81>> / 1. ~:;..6 1，主主L 斗'.()y. 合4/ 二之ι主:乙夫南 の も の /1 
き定免税点 0，9: 0 39.37/ 3ωfクρ /之ミs-;2Cj/1 ..lt:tヲ7 主ρ44- 1.件主主二寸 ι;fi. d'1 (1_ff3 ョ'1ヨつも以上 山も の

(7) 18) (9) 

合 計

区 分 行者E母
篠 怠 床 決 定伽 格 単位当たb価指

(千円) (向)

tl 
9 12 41 

木 if o 1: 1 

:圭 定 完 E完 .9.
奇 角 の¥l .? 02; 1 

造 正三定免 税己主

以 k のもの 0，3: 1 

木 寄モー a 0'4' 1 
造

法定免 税 9.
。'5:1 以 来 t貴 乃 も の

外 主主定 免授点 0:6: 1 
以 t の も の ，-， 

官室、 主主 0:7' 1 
4 ・

針 法定免視o!;. 0: 8: 1 
来 ?開 。 も の

己主を 免 設 点 。:9: 1 
~l 上 司 4、の . 

一τ7- 概調家-3



(その 1) S雪るー ム

3 国木造 家 屋 κ第 24表

口
δ

ド

T
a
a
e

一

一
q
L

コ

7
a
t
s

体

7
上

回

丁

!

共

-
ワ
山

、」
T
'
'
a

ノ一

-

方

一

qu

地

寸
:

一1i

1
 

・
m
+
一

タ
一
行
J

↑

-

A

V

d
m

-

s

h

h

一
記道府県名 東京 都

日野市

概調家-4

161 

三三
行|

者 有 者 主主 f買 包

三 官E完投長 き王F~と役点
t主

法芝生視点 ii:宏完夜9.
o τiZ ・ー

来 f君丹 ι円 以上のもの 未煮のもの 以 上 町も円

?イ】 (人) (uJ 11'1 - lol(人)付 (=l (t合 ÞI - ~ ふ斗

" 
12 '2 '" 2 " 専 用 住 宅 。:1:。 J.U. b~b 1/1 ふ~泊 主.i=よフ3 1161 231s-t" 

共同住宅・寄宿舎
0・2:0 { f:J)4- 正吉つ4- 三盆全土 /.2-件

笠 そ= 部 分 1

一正パ勺 E メ/る? メよf;;"/ E 1.ふ.43併

用 その他の用 の笥分 2。:4;0 /1ら守 1.之伝ミh ロニ ノイ/77 8 J， 2.ときl 8 
宅 計 (筏主主については J、。;5ip| ョヨ F λ/6守 /斗右j J1 1. ..1-(，乙31の数値を記入 /イ

愛 家 住 宅 。:610
/ム7 守 /;'~ /ぷCJl ? 

要 雲 住 そ= 0・7:0
， 

5事 主主 者 住 Z 0・8:0

普通旅館ー科亭・待合 oJ9jo! 3 ~ L!_ /ノ
ホテル・簡易旅館 ・団体旅舘 1: 0: 0: / / / 

事 Z若 所 雪量 rr 
f苅 3 /l'b .).03 ♀ 斗O{)

/よヲ
医 舗 1.2: 0 

;')之 13 116 /3 /ら3
$1 4‘・吻 咲 直 館 1:3:0! 

ハ"'‘ 衆 浴 4昌 1: 4.0 

S有 反 r g B 
工 場 1! 6:。

Lヲ ど1 p_..s- ム主主 4 /4~ . ・

吉 庫 1: 7: 0 d~ ら /3之 Jι4-d1 ι /ヂ-2
B ・

ヂ εE q ク?土 i:t 1: 8:。 8l.3 フ牛
(品同日・た，<ζ尾白且) : ， 

之~3附箆家 1;9:0 
.)./ (J 9 7 /Jj _dιL ..l-.ι/1 /汗

'"''品附..1<モ宮じ. ， ， 

2!の|の 以 384-1 ED 
。

以 ρd'4-I@ ...)...'司デ之/
@ 

jo4 
@ 

.J-.5.611 4ロ~ 計 3()O 

。。
内正

市町村名

151 !41 131 111 1
 

1
 

1
 



第 24表木造家屋花関する調(そっ:?) 
都
一
市

京
一
野

東
一
日

171 :81 I~I 日目 ~il 02 

¥ ¥¥区¥ 庚 面 手責 決 定 価 鱈 単位当たり価格
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第 25表 木 造 以 外 の 家 屋 κ関 す る 調

(1) 事務所、底舗、百貨底
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都道局県名東京都

日野市

木造以外 の 家屋 花 関する調第 26表地 方 公 共 団体コード
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都道府県名木造以外の家屋 ifC関する謁第27表
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第 28表木造以外の家 屋 に 関 す る 調

(() 劇場、銀楽活用等のホール型建物
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第 29表木道以外の家尾花関する調
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第 30表木造 以外の 家屋花関する調 都道府県名 東京都
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未満円もの 以 上 の も の 来 満 のもの 以上のもの (ト} (刊 ("1 

号
例 (的 - f1l {，!) {ヌ) ω (ヌ)ーや斗 (ヲ) (司 l刑 (言}

{ト}
(m') (m') (m') (千円} (fl可} (千伺} {円) (円) (円)

H 

P斗ふRb3-i た~b官主 1/i1i!j ~9. ?ðl9 鉄骨抜廓 2 ノタリ ート透 0;1: 1 It，.j:.}:70 ノムt.)...う0
トーー

0:2: 1 d:込b牛込;0 3b，4AJ IJ 銭感 =μ タ '1 ー ト造 よ〉ふヲ~fl.33 ふ〆7tJJ.ミ R:斗訴でみ-IC?， 36，4-0 I 
" 

εヲ/げ~ J_);つ1Sl千長 骨 造 0:3 :1 3ぉ~/O~ が-Ilot 在う/8;8-39..1ヌフ弘f

4/.え/必| /3/P-; 野骨量生骨 造 0:4: 1 
90，1:-11 つ ヲ0.6~O 4../ 412.ノ~ /3.4斗7S匙コ

れ ι が;t。:5: 1 
ミフ6/ jク6/ 69.二L舛 !:J9)-?チ;8;I，L./j_ 19;411 コンクリ ート ブロッ ク造

/4-つt I.4-IJt ぉμそ の 他 0:6 :1 i?Jもな よる71 $:61/ 

つ4-9，込E 3牛ξもも 持きも{針 0:7 :1 づ'4-9，J~ つ 〉古月o(去三官 4-/ ム付0/A9つ Jとお7
に
J

《〈
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第 31茨木造以 外の家 屋 K 関 す る 調 都 道清長 名 Ai.... /j、同ド

日野市(7) 市塩
市町村名

三三
行 所 有 者 :; 横 主主

~ 法 定 免税点 主主定免貌9- 官E 主主 法定免税点来 j曹の も の 四 円 卓 以 上 向 / 円
官を tl 

未満 のもの 以上のもの
棟 合同 主たる用途 t買 主同主 主たる用途 切る用途

号 f人) (ィl (人) (司
付)-jロ)い 以外の 横主主 以外の 複 数 (=)ー[吋 円筒 Z主

{人

b7詞 2
'9 5 61 

/ " 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ート造

鉄 筋 コ "7 リ ー ト造 。 ~2!0 1 ~ y 
銭 骨 乏 ¥よ / ! 
車 号 F長 骨 主主 。;叩| i又 y 
れんか萱 ¥寸 / 1 コンク リートブロ v ク 1電

¥ レ/セ'ご の 他 06:0 

¥ 二/計 0:7:0 
ノ

コベ
/ ¥ T寸 民 国 積 定 価 樫 単位 当たり 価 格

番 法定免校長 pf/含税点
¥ て:tj

謹定免税点 (ヌ}

官室 :; 
未満円もの もの

畦E‘ む
以上のもの

号
(ト) 同 ('1)

(m') (ト} 山 y (，月 (ヌ) (ヌ}一 例 (ヲ) (ワ1 (，，1 i (ョ)

(m') 内伺} (乎伺) 〈円) (円) i {円}

/ 
3 

~] 17 

5長号鉄筋コンク リー ト造 0: 1: 1 

鉄筋コノタリート i重 0:2: 1 y ~ 
設 骨 ?a / ¥ 
堅官E 鉄 骨 造 0:4: 1 / ¥ 
れんが造 所イ ~ コンクリートブロ γ タ i'li:

そ の ノピ 0;6 i 1 ¥ 
計 / 

， 

¥ 0:7: 1 

(11 121 (31 14) 15) 16) (7) I ~l 19) 

r
b
 

《〈
d
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地方公共団体 コー ド 第 32表木造 以外の家 屋花関する謂

(8) 水 力発電所

都道府県名 東京都
市町村名 日:ffrp-

fJl 121 131 I~I 151 161 171 IRI 191 

¥盗え訓¥っミよ:号
所 有 者 主主 捜 :; 

/ 

法定免 税点 法定モ校点 世E 泊 法定免税点未満のもの 法手骨積占 以上アム
砕ー :; 

未満 のも円 以上の もの
慎 Z2 t4 

E買 主制主 主たる 用途 主貫 主主 レイ:毛日
f人) (イl f人) (司

{イlー (ロ} 十も 以外の 領訪 以~の槙:; (4一例+ン の 慣:;
(人)

ohに
> .， 

/ 
.， ，. 

鉄骨鉄筋コンクリート造

長司書コ r タリート造 0' 2:0 ¥ y 
¥え / 鉄 脅 造

軽 畳 鉄 骨 造 0: 4:0 I ~ 〆
れんが 遣 ¥大 / : コンタ リートブ o _， タ遣

そ の 他 0;6io ¥ / 
計 0:7:0 ¥ / " ， 

人x:::q四 :)JI Ill) <ljJ 

¥〈〉¥¥分¥l||号; 

"" 高 靖 / ¥ 定 fヨ 格 単位当たり価指

Z王 :; 法定 免 貌 点 /法以/{定企H/一免の例 税 点 官呈 訪 ドミtj
法¥ F竺現占 {ヌ} (r.J {ヲl

未満町むの もの 以上のもの {ト) (刊 ('J) 

(t) fヲシ ('1) (ヌ} (ヌ}一 例 (ヲ) (司 1") (ョl
(m') Cm') / ! (m') 門司1 (千円) {円〉 (円} (円}

23 

/ 、と " 鉄骨族醇=;..;タ tJ-，.造 0;1: 1 

/ i ............... 長官コ ンタ '1ー ト遣 。;2:1 i 

/ j~ 骨 ネ童 0:3 :1 ¥ 
‘王膏 宜量 骨 造 oj4h|// ¥ 
れんが造 。i~ナ/ ¥ =ンタ '1ー トブロ J タ造

モ の v qA6' 11 ............... 
¥ 

計 / " ¥ 0: 7! 1 
可
，

勺
、
》 概調家一 13 



地方公共団体コ ー ド

111 

第 33表木 造 以外 の 家屋 Yて関する 謁

(9) その他

121 131 I ~ I 151 

都道内 名米 ぷ 都

市町村名 日 野 市

161 171 191 I ~ I 

〉ょ|パ扇 有 者 ti 横 主主

4 首 総 数 法定免税 点 法定免 税 s I;t 主主 法 定 免 税 s来満 のもの 法手労務 占 以上 町も の

完済のもの 以上 のもの
慣 Z2 44 主 たる用途 f貰

主L廿主 主 たる用途 摂 主主 主 た る 用 途

{人) (司
{イ1ー納付 以外の f貰包 以外 的 慣 U (ニ1ー{刊 十寸 以 外 的 摂む
(人)

@ 
'2 

、， 26 s '0 5' " ，. 7' 

鉄骨鉄筋コ ンク リー ト造 0: 1:0 1土 /、「 ふJ :TI 

銭軒コ ノタリ ー ト造
/. 1// /Ll/ ~つ /，/ι1 

盆~ 宵 =宣 oi3;。| 147 14・っ 151 /11 
軒 培 3圭 骨 ュ電 。:4:0! 460 ら 結て1 正:)..7 b : T; -1 

れ ん が造

4-~ I S 42-も !，!3 ~- 60dll コンク リートブロ ァク造

そ の 他 0'6:0 宮 B /ノ // 

計 017!。 え，)-3~ 1/ ..J.. ~ふ.:..-J 斗εJdト えか71

IJ ~ 1111 U ~ U] IJlI 11， 
|、¥ヌ分行 実

I ""-.. 香 !
I ""-.. I I 佐治

| 構造別 ~I 号 1 2〉 IN

ト竺でこここ 且己己」d
扶 鞍 =/ ク リー ト遺|町2;1i 6(1.132-

叶遣 10!3!11 3b，4-件
軒帯鉄骨造

1
0j411

れ ι か 造 10:5:1 
コンク リー トブコ ，タ淀 ー

そ 他 10:6!1 の

計 0: 7: 1 

高 明 引円

吃 U

/63dl壬

ユ全土空

.A1 
1..f"1ρ2ユ

例
(..勺

法 定 免 税点 l法定免 税点

夫清 のもの !以 上 のもの

(ト)ー 甘す (け)

出 2Ej
包丘主1
1左必生

.L!!..1益こ

ユ虫色
壬'.pJ

ノマ11 /~， ÎJ o 

3dl 

iιa 

。。
《〈
J
V

('1 
円"i)

~主主!
ム益詮~8 i

んtラハfio.J-

長主.al
4ルd

f/ク6.6ム.31

定
{
{〕 単 位当 た D価 格訊

)
 

同

一
川

伺

カ

N
一
閉

伺

司

同

一
例

何

占

の

升

授

も

苧
-
A

料

引

を
上
ル

門

法

以

去

の
川
円

判
明

J
U

免

町

内

電

満

{

+
」
品

-
K

1 6F/‘付t供与 1 ~3/o c)+
ム山山辺

ー
ーか記
|
ん

|子'iP-3

メ4 3o.).L-I Jl-ザ| い何
以づ勿|ρμ~ \Ì， 3ÎÎ I /~' 6~ 
/止~ /6..)XJ1 /o? ~ 1 /よ刈

メ117， 1 λu~ Iふフb

-t /7t'1c?3 1 .-idム?~ ú18-/ 1)~_;_1μ 
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木浩以外の家屋 lぞ関する調第 34表
地方公共団体コード 。。 合 ~t 都道局県名

市町村名

(11 121 131 w 151 :61 171 181 191 

ユιi行 月芦 有 者 :i f買 品U 

!番 法 IF免視点 法定免税点 w お 接官官免税点未満のもの 法定免税点以上のもの
正志 :i 未満町もの 以 上 のもの

主たる用途 主たる同士余 主たる同追号
{ィ}ー {ロ} 付 横 主主 棟

お."tl Z事 4・.. 
(人) (イ} (人〉和) (=l 以外の f貫主主 以外的慣討 ニ~._"， N 

以叫内増計
(人)

0: 1:。'2 、、 26 " '0 ‘' 54 
" ιっE " 鉄骨鉄筋 コンタ リー ト遺

ム斗3 6J--b bつ2
鉄筋コ ンクリ ー ト造 0; 2:0 4-dlt?..)... 4:き(1..)... 生生詮i Sq_ルイ

該 骨 造 013:0 
〆 J-(l~ ;，?-久f .，l_)-9<乙 d..J..ヲタ

‘号 晋 鉄 骨 :き 0: 4:0 
.2_'7っ/ //1 よ960 J.~~7 与ふ_g.t1'1' 

れ ι 色、 f主

つ的 ，{-I Jι /. 0'1<をコンクリートブロ 7 クi重 144- /. /(1ミ
そ の 他 0:6:0 /4- 14- .).../ ム/

計 0:7:0 o 
/0. '161 

@ 
/1， ② 

/1フ気!;-/
@ 

/;)._)>-II之
@ 

/& 
@ 

/ふつ9f

II~ 。11 日3 。3 IJ~ jjl 

山ι|行 E王 盃 顎 とーて 定 4苓 可之 単位当た b 価絡

4 
益定免税点 法定免税 oa 三官E免校高 主管竺日占 i I玄)I 市首

-..a4a 、
φ tぞ :i 

未満のもの 以 上 の も の
書量

来 ‘宮のもの 以上 -')ι 可 。
{ト1 ，..， 1 r:1 号

(吋 (f)ー仔う
円l

(，¥ -1-.1 
{司 {ー} f→ [司

(m') 
(ト1

(m') Cm') 
('Jl 

1"-ミ} (引ヰ} (".:) 
(円) (円) ' (円)

ご5 " 
ヲヲつヲ'/1 ノヲヲ併以31'。

。， ? 

ゆ がl 主ili告。}.r苛族院=:/'タ" ート ニ雪
:i'37ヲ/9 ，q汗b4;J/J

子生絹コンタリ ー トi量 042:11 
んみct.?，守(J] IムM月oj s-f 6~ 1'3~ ζ急時t?J30βuμ '43)66 

鉄 骨 造 IA.9.4D t4--1A.t3 .)-'7.1t9?s-o.ぷ ふ今~427，タ〉 4t;色ふミ !ム1;ι01@ 
f込/μμ1 /ふ/bf~ JJ)仏131的空並立単

尊重 量 鉄 骨造
，~/6.ム~/ /4-0 3/ι。11 6Jl3 

n ん 也、 造

つfJffo4-
!@ 

ρ..b(主主2- 斗ふ? /.J-i，ρ羽 ヲρ何l2<P-ム3=ンタリ ート ブロッタ造 Jf っ。っbf， l7.ffa 
そ の 他 。!6j1 /Mg. 1. J"78 1.4-')4 q~下4 l¥'Oιf ε:ρ仏f

。:7:1 
@ ② @ 

@//ffdAる
② 

ヲtぇ ② 11' 7 <<J/~~ l44-s岳/、t3吋 44$8手計 ム631/怜 118' c主6310μ 7
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品 - f'， 

地方公共団体コー ド 表番号去、 ~! r 7'
一一 ， ーふ，(;..キ

1 ， t;E ， 

1: 3:2i1:2:8 
7 ; 8 

3:5 
市町村名 日野市

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

コニ÷こ!;
所有者数 様 主主 床 面 積 決定価格 単位当たり価格

E主 数 数 If..i ~ a E主 (司

いJ うち増築分
総

うちt曽集分 加う tイ) うち増築分 (千舟(吋 うち増築分 (の (円

0 .i1!iO 12 併 1'9
26 33 4且 50 

ω-ぷ f3UliYD /0λ附79 合も 08-つ更生 用 生 主
bt" ~qq b.S" 41. t3~ ふt7/Ct.

" 
共伺 t 雪:・寄荷舎 0:2:0 

9~ 主 11.f ♀ /6a.f3 /告二L 批判 9.63'官 J会っJ43

'寸ー 用
持'"  

主 013:0 L 1/ s 6YO t5.$iち士 、β ，ふ!t...P-
" 

井'"  c:: 家 Z 。:4:日
新

饗 事昌室巴、 住 ~ 01|51| 0 

eli 草 者 持コ二 z 0:6:0 
自 』

普通旅館・ 料亭・待合 0: 7;0 

ボ子 '"・ 句者嬰侠錯 .!'Zt主旅館 0:8;0 

熔 事 ，~ 円R 主皇 17 0: 9: 0 ¢ 4-?g コ4:oN 伊，拾っ

r主 詩 1: 0:日 ...)_ ....)_ .1/，3<ど ~と仏f.3
宅。

一-冒 ー一 ー今 ;奇 !.e 1j1jo| 

~ ‘ 
軍竜 話芸 守.伺

司 1: 2: 0 

病 院 1 i 310 
分

エ 勾み・
吻 1: 4; 0 

吉 置 15io| / / 1..:;...b / J.O--'2-

土 京 1: 6:0 

( 目 脅 Jiil
. 1:'1:♀質問屋)

1: 7: 0 附属家 ノ.s- A 《よ土 5?ιrつ 斗ふ士/O~トぴ電易関a
‘
lH含じ.

合 昔f
、「ム.3 ")0 @ J私71(II) つ/ 。主う.ω{~ ~J/? 。jム併~a-世7 ②/〆尽o~1 ぜ{f..6:i?1

-40一
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宇一~f';

地方公共団体コード"る行'"
;.. ~( :;..手

11 i 3! 2 i 1 i 2 : 81

7

3 i 6 ー名 日野市
(1) (2) (3) (~) (5) (6) (7) (8) 

言z トm\a xh巨~分 l
所有者歓 様 教 床 国 積 決定価格 単 位 当 た り 価 格

IT 

(司
品}

i 使、 主主 捻: 主主 うち増築分
{イ) (円

うち増築分 総 :1 うち増築分 うち増築分 ~ 主主
'i (m')“l (千円)101 

'・ 2 19 26 33 40 50 60 

r)..I3εぐ7870 

79 

ノ()1/， S-ヲ3鉄骨鉄筋コ Y ク リート造 0: 1 :0 12 事 / / ~ 17~乙..L
務

9f!)/3(+. qμLつ守所 鉄 筋 コ ンク リ ー ト 完 01210 r h タ寸斗ー

庖 t長 普 i置 。:3:0 〉唱 主 ~ 3 {LJ-.:フヨ Ifl-:i- JJ{J.心〉 /1. ffoil- ..Il..)っタ仏f
舗 ト一一一一一

#， 3う4
新

‘主 ;，1: 』長 骨 3電 0:4:0 占 主 Jι11 6'IJ二レ

百 れん"・ 3Z

貨 コ ン ク リ トブロ γ :J:i'r! 0:5!日
居

ー、 。〉 他 0:6:0 

a十
日:7:日 ;j)...... 3 ](t. 3 1， 378 I Id-).- 4砕~/.ら /f. >>6 ~ι '10， o~1 

往 訣骨鉄軒 コ ンクリ ート迄 0:8:0 
/ 主 33. b8~ 3ιSう守主〉 /01.守30I 

宅 日:9:0 
6..r ..l.ムヨ号~，， 7J f"5 つ~)...決筋コンタリ ー トミ .).l，t.'1V-

2曽
， I 

主主 汁 ょ1;
1，0，0 

¥了:). tl d乙1..).j バJふfム!N 全~ら守〉ア

，マ -主 pq--t 、目匂的ー炉 骨 u司l島 l' 1 ;0 rll<t Jι ノs71 .t- ρ 竺2 バ件りu..1 えとどi'?)... b 1..5)0 
n p、， "・ -、z呈

1: 2:0 コ ン p ') ー 干ブ~ 7 タ是

ト

1i5lo て 0) 他

nt 1! 4:日 ふる〉 4ケ バι| 、f ② ヲιf壬3 111 @会βv601 -f;めよレ ?i'7.ミ/7
分

1: 5:0 
ふ亡 ρ~3工 侠骨該筋コ ンクリ ート ュ走

/ / / / f. j07 .? j"7 フuAお7 )f7 6. R-も守

場 訣筋コンク ') ート 清 1: 6 !O / みど.(f6/ λ 付 つ| /.Jl'つ'4;叫t /16.1'ぱ 勺よ)..， (LJ/ 
鉄 骨 t是 1: 7 :0 

/J 3 F、 /3. 今/~ C?3久f ヲ03，;レフP b7り叫t 6与今/(ι

~çι fL.1守軍主 p.・e一 銭 骨 若草 1:8 :0 (L 4乙 守つ。 G主~/6(，L倉

れ ん が 迄造 1 ! 9:0 主 主ら03 主fるつ3コ " p リ ート 7'ロァ ク よL l 立L• 2:0 :0 て の 他

u 2: 1 :0 J二 n d点 L ~.1外 3. ~3/.ふ.t3 /. v.-1C長ιそも つ/，!N二j

概調家一17
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:2) 木道以外の家屋(士の 2) 

制府県名東京 都

市町村 名 日野市

第 36表新t讐分家曜に問する調 (荷主調 査そ D 1 ) 

(1) (21 (3) (4) 

計:--:---;___二
fT 所有者絵 棟 数 床 由 積 決定価格 単 位 当 た り 価 格

番 1ft 数
総

数| うち増築分 l 総(財)粁} 数
1ft 主主 (司

号
υ勺 うちI官築分 うち増築分 {千舟(司 うち増築分 (1) 円

"21210E-a 19 26 33 50 60 70 }9 
鉄骨鉄筋コ ンクリ ート造

'iTそ 鉄筋コンクリート造 2:3:口
JS 39 ノペ干」弘司/つ '?bEJlCι 

主主 骨 造 2:4 ;日
7 コ ιfd.士 仰~m 念:.1..lつら

増の

軽 量 鉄 骨 造 2;5:口
ムー 与、 つ'6_ 二~~~ワi Jcλ-tノ3

分他
れ ん 五、 造 ， .' 

3るら8dJコンクリートブロ ? ク造 2;6'日 ムー c;)_ /ι .j8-7 ， ， 

Ii) 他a、， 
2:7:0 

E十 2;8:日 ♀ι 、ぐひ ，).J()右 /仕犯で「 うムムータタ
@ ⑥ 。〉岐に()~ ②~. - --." I~ 合 E十 2:9:。 )61 ノ3 f./.I-t /~ ;)...~，ω 2.. 1 -/.)， dlo 1対01 ~/，S-1グロ <f之3'lP

(5) 

勺
〆
』

λμ
『
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第 37表 減少分家屋に関する調 (有忌調査その 2) 

(1) 木造家屋

都道府県名 東京都

市町村名 日野市

1
 

1
 

1
 

(21 (3) (4) 

二ヰよ
行 所有 者 2皇 領 Z主 床 面 積 決 定価格 単位当た h価僑
番

(ロ)
号 哩皐 (人) 主主 I:t. Z自 E5 

(..') 
霊童 t志 主主 (ィ} (円}何l f千円} lロi

I 
12 1 

五主1
>5 

1.J，.J..t-6 専 用 笠 宅 0: 1:0 (j.主3 ヰ丘3j.t 手以♂ユ3

vr 52 5' 68 y 

併 用 住 宅 t-/ タ3 6_t>J / 23..L<iι/ /ふ I~乙 (L

312 
、， 26 35 

畠謹軍 I I~住宅ー聾互住宅 且童書住宅ト 0: 3;0 9 8 β斗.，f λJsJ ~ Iム「

Vl'5 

52 59 68 刀

共同住宅・寄宿舎
.lρ 主2 三w _J..;守Jlt.s- ~ p39 

0・5:0
35 

普通旅館・料 亭 ・待合

‘' 
エ喝 含 宜レ/1'5 1'3 I日 Ib I日 ♀。r7 18 2d'U 主?s-/

19 

デ? 1

26 35 
開民家 0: 7:0 90 〆dブ/ ヲμ/ ¢れKt-U簡易附 -.震をきむ.

/時
ふ7 1

52 
J~ r 品

" そ の 他
L2_主全 JJ..I2.)._ /6.6寸二L

Mo11Z t.tJ-宵 作品 |も ク~..fプム |お
.. 

/3寸刻ι
合 計 るN之つ/J，. I 
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UL| 地方公共団体コ ード 表番号 .. リ..、 】
んバ，+

市町村名日野市
1'1 ! 3 i 2 i 1 ; 21~ 

7 8 

318 
111 121 131 (4) 

ニヰよ
付 R青 有 者 :7 !l :7 床 面 F買 決 定価 格 単位当た D価絡

番 (ロ}

号
ft. ~ 畦主 主主 t王 ~ 正を‘

[手間】
主主 (イ1

(人) (m') {イ} (ロl {円)

，. 26 

" 事務所，庖舗.百貨庖 。:1:0 ム/ よ)-3 3. Oy.と.)_ Iふ6，37も ら'c.1..s-ーな~ cι 
1/凸 ιμ1" 

5. i6B 77 

斗毛ア~J住宅 アパート ιJ' ミ，今/;.... /{?弘siミ
z6 " エ 場 倉 庫 0:3:。 ...).-0 33 ξ~JOd- つ!9cょムー /ミ， ζ:-6.1-

レ/凸 μ|臼
仏s-

68 77 

/ぷ μ ノ|そ もう のう

/イ寸1/ /<fみd
合 計 10:山「二 バ 1'. /仏1I"o /3，ワら守 ぷム;_6d-'(r 沿， Jめ

-44 -
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第 39表 課税標準額等に関ナる調(補足調査その 3) 
都道府県名

市町村名

-45-

，寺 行 木造草屋 木造以揖の車崖 計

E 分 四 番 Iii定免硯点以上 量定免夜点以上 佳定免畏点以上

率 号 のもの{千円} のもの{千同〉 のもの{千円)

車岬項〈 む.J身t量l'fi害者~位置用 すレ/ 4s 担 67 77 
邑草

開十 舞E項(9¥主主人置2・掴企図の承E】 T 2 93:5:0 12 23 34 
五

則条
霞 2項{22M盟関白檀畳) 2 T ~ '5 臼 77 

筆.の ..~術-‘nの創aa・R用"。 2 1 93:7:0 12 23 34 
旬.門1.52 lI!2項(3&努開>:舎，の、.

田 甚

lI!1項{特飯事明会社容に匪る承置〕 L 2 ~ 454呈? 弘 Jp(1ヲ'1'己67=//，バ
， ( ， ) ム 93:9:0 

12 23 34 

視 酎

u同属 "‘nzat 項の適用の~るもの
‘ 

lI!2項〈飯聖。事‘会・重社等に罷る基盤) / 品 詰 67 77 
oq 

型車 lI! 
， ( ， ) 94: 1;。12 23 

正町嗣司"暑の2.2.句通帽の島るもの
十

寓 S項{分費量信会社に罷る承躍 1 2 /' '5 56 77 
色 五

灸 ;0;6項 {舟E傭曜会司匹社実に自候るl!. 94: 3:0 1'2 23 
。

の 第 7項(日本民道建世企団} tレ/1'5 56 77 

寓 8項(玄州四冨連酪唾企図) 士な:5;0 I 12 23 
李春

院~a， I 軍 5項(民括経由符定席盤) ÷レど '5
1 67 77 

例制‘

£町同田:1揖 a項(関西文化舗m 学荷研究車市 ÷匂7;01'2
23 34 

‘ の文化学研究諸盤

‘二 坦相7年間 J'Jヨ~ 8";0; 3項
よ2 ~三----- 56 77 

{地下通毒)

暗唱時間削;1';9灸;1;5項 2 5 な:9:01乙--- 三----三-----よ {吉橿企団}18 
を I~ 土----- 三----- 乞_____.--rr

り
宅，由'年附削第 8灸m2J買

正 ( :e油公団} まち: 1 ~ 01~ BJンィケ:M/，e・e・/

証 の 士レ~ t5 
記 67 77 

坦相出写酎 ~II ;II 8象1I!3項
【鎌山漁村電気~&) 号9s!3:01'2 23 34 

置
現

詔担剖年酎自明 8条;117項 子レ/乞々 でケ 56 67 77 
6こ {路9¥駐車宅】

定 坦司副年期目IJ~ 3!!i1民第10項
+ 1

9
5:5:01'2 

23 
{錨定亀方空占樟}

Fよ 昭統配信問冒IJ~4 失第 5項

を1/
'5 56 67 77 

Sニ {倉庫}

結臨時附目1)1";4粂車 2項 i-1
9
5: 7 ，0 

12 23 
る

よ
{卑堅実制帽盗人}

平草2毒事附員11;1;6灸lI!'項 + 1 /  
4s 拍 67 77 

額
る {障新会エ昂事尭ル槽ギー傷 ・産量f貰栴)

i s 95: 9 '0 1'2 23 34 

平底 2年宮崎制覇1I車6負軍 Y項 i 4 / 邑 56 日 771 
も (忌Io 韓法人}

平t1i.2年附唱'lj')E6条第 8，置 5 46 出1;01'2 23 34 

の
{路外駐車

乎底 2年附.'贋 6条;0;9項 1 5 ~ 4s 弘 67 77 
{地方国賓司S'o!) 

計 18 / 96: 3:。12 ♀.33 23 ~'j?f(. 弘 .>>1/67

謀説棟 JII回 凶ー(目 〆/ 宗主7、t:ftP3?η'361.J.μ /67PJ/2」Z3円tJ.a 

(1) 12 I~ 

字事 行 木遣軍畢 木傘以再の草草 酎

巨 分 同 書 量定免視点以上 量定免畏点以上

z ~ のも町(千円) 申も申【千円} のも白【千円〉

量 定 缶 梧 ω 1/ 90: 1:0 '1 -!!;， ち，'}従事 I~I ?争心.J3eh
;0;9項 (8'広量送事会} す~ '5 臼 67 77 

士90i3:0 、2 23 M 

第叩項〈日率直子力研究所}

i- I~ '5 56 67 円

+ 1
9
0: 5:0 12 23 34 

第11項(!司慎由重力F田・医愚特開発

t~ '5 詰 67 77 
蝿佳

第同項{斬買茸毘際空睡公団} + 1
9
0: 7!0 12 23 34 

設置

τ ~ '5 56 67 77 
億三 ;lt17項【宇宙開量・実笛 }

90: 9:。2 s 、2 23 34 

ヨ血 困

よ5 ~1'5 56 67 77 
国 九 軍時項{層浮~.;字主主情センター}

叩<01'21 5 23 M 

電量

2 5 レ/ 56 67 77 
到の 里担項{石油企団}

‘ 5 91: 3!0 F.232持零安義援 ニきま奇万三
-2 1 ~1'5 担 67 77 

よ の 耳目項{放置源Z有尭企包)

町5!01 '2 i a 23 34 

り 現

lI!23項{特定地方空通唖} 2 1 ~1'5 56 67 77 
揖定

;lt2'項{新前民エ会ネ開ル量ギ彊ー膏・童葺筏
土5 91: 7:01 '2 23 担

車 ‘こ
l s ~時 56 67 77 

lζ よ

lI!2S項【住宅 'IIIm)l[価公団〉 、5 91i 9!0 12 23 担

ぎI る

lI!26項【新住葡・集団} 2 ~ 45 弘 67 77 
る も

;1127項{生究抽権車J長時帽定揖重童話衛研】 6 92; 1 i日 12 23 34 

g の
:112官貰{egtz式区会fご誌'こ置JI; t 2 ~ 45 詰 67 77 

;l;3o:Jl( 9~".針Z控定所〉
官 9]:_ 3，01 12 23 34 
6 

;11引項【 8'区南防世定畠会】 6 T ~145 56 67 77 

;113Z噴〈小型鉛値樟董恒例} 42 S 2is!01'2 23 担

lIn51軍{瞳8動車憧董島会 3 6 1 ~ 45 56 67 77 

τ 9i 7:。12 23 34 

法 第 1項{盆山村電気蝿邑』

附
2 5 ~ '5 同 67 77 

間 第 5項【倉庫〉 よ 2i 9:。、2 23 34 .. 
2 

寓
τ a 9:) 1:0 

十 ;118項 {思量眠障法人} 12 23 

王 軍叩項 { 酪~唱】 6 5 / '5 詰 77 
県

第1S項{地方剖売市喝} f 19~ 3:日 12 23 

1
 

1
 

{
 

(2) I~ 
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地方公共団体コード
第 40表法附則第四条の規定による軽減税額等に関する調

(荷足調査 その 4) 

都
す

京
一野

東
一
日

}
 

l
 

(
 

(2) (3) (4) (5) (6) 

行 望昼 数 左記のうち住宅・都市整備公団に係る数値

区 分 番

個 数 床 面 積 軽滋税額 個 司自 床 面 積 軽減税額
号 ( m') (千円) (m' ) (千円)

9 12 21 ，1 40 冒 67 1. I 
第 1 項の規定 木 造 o i 1 ~ 日 lつ1， 7 ;J，f; .s-s-ι よ13/3

によるもの(1/2) 木 造 以 外 0:2:0 /.uJ9 ι!~ る ο ..)jトふ守主

第 2 項の規定 木 造 。:3:0 
によるもの(1/2) 木 迄 以 外 0:4:0 1，741 /09. _)υl /~ 'ltJJ I .s-4-9 ヲι，主化寸(L ふ1.s-守 i
第 3項の規定によるもの(2/3 ) 。:5lO 三立与舟 J 司戸 川 1 三与ドーマ !二~ガ宗:て
第 5 項の規定 1/4滋額されるもの 0:6:0 
K よるもの 2/3減額されるもの 0:7:0 
第 6 項の規定 1/4援額されるもの 0:8:0 
K よるもの 2/3減額されるもの 0:9:0 

dロh 計 1:0 ;0 4s1つ| ミ0&664 f切 ζi<L ~4-Lj 4ス~ C'...f(L ~'1. s9/ 
(7) (8) (9) 日G 。。 日~

行 平成 2年度に新たに軽援の対象となったもの 平成 2年度で竪渡期間の終了するもの

区 分 番

個 数 床 面 積 経主主税額 個 言自 床 語 積 事E波税額

号 ( m') (千円) ( m霊) (千円)

pJ; 12⑦ 
4伺 1

21
(1)

40 喧

c.9_jω|日
a 

第 l 項の規定 木 造 o ~ 1 ，1 ミZε68I /4与よ)..9守 b斗_.;:，_ ノd:ノ?っ/
『 によるもの(1/2) 木 造 以 外 0:2 :1 ~ ② 斗~金ど516 ② dωC?I J6二L / 9.~/.2 8ι6'-(J. 

第 2 項の規定 木 造 0: 3: 1 @ ② @ 

によるもの(1/2) 木 Z& a 以 ;>~ 0:4 :1 ③ 
ク~O

@ 
主も〈ι{ι7

。
y&..).b{，L. /ど2 るε3/ .9.0 .. 1.1 

第 3項の規定によるもの(2 / 3 ) 0; 5:1 
第 5 項の規定 1/4波額されるもの 。:6:11 
K よるもの 2/3減額されるもの 0: 7:1 
第 6 項の規定 1/4減額されるもの 0:8 :1 笠主主三笠雪ちぎ号予定 主主ぎ乏を愛i
K よるもの 2/3減額されるもの 叫w

合 H 1:0 :1 どιど〕 f_/.~ j(/ / ら二λ 守v../ /. /0/ ?-t3Jlb ~空全~
-46 概調家-22



第 41表 課税標準額の段階別納税義務者数等K

関する調(補足調査その 5) 

'11 :21 :31 :41 :51 

都道府県名東京都
市町村名 日野市

行

区 分 ー"，ー
8 万円来満 8万円以土 9万円 9万円以土10万円 1 0万円以上11万円 11万円以上12万円 12万円以土 13万円 13万円以上 14万円

号
。3 もの 未満のもの 未満のもの 未満のもの 未満のもり 未満のもの 未満のもの

9 ; 112 
3 /?~Q) I 22 1(，t. 

'0 ‘' 
語

317 1" " 1内 !H~ 務者 Z宣 {人} 0!1 :0 3ら 込ι ，1λ 二L/

民税a:準額 仔何 0:2': 0 /:z.J6つ@ .J，d汐E 3.<<.; ~ I 一之7JSζ Jうbワ仏 ニユ宏う守

f:i;床面積 Cm') t: "}.).J)!2) /.~乙4ι?0:3: 0 ノf♀ム.CL 1.7.えD /.o97 /， 6宇こE 〆~ 17[，("ζ 

81 ;91 10 111 I~ 131 O~ 

|行

1 6 J5fIl.1;U 18汁叫 20朋 120
万円以叶…

30万円 30万円以上35万円区 分 4 省g

号 未満のもの 未満のもの 来 満 の もの 未満のも の 来構内 ιの 来満のも の 来済的もの

9 ・ '2 !21 。
67 る;!'8

58 

/64-I 
17 

納税援務者主主 (人} 0: 1: 1 リ | 3/ /36 /'Jι 
銀税官襲撃基E仔丹 0・2;1 .t:fl-69 I 供フ~/ /(.L~~ι /1，fSJ jρ'.617 むL~ 宮古l tちミ守るま
ff.床面積 C'"勺 え/~8- 1 λ4言。 Jυ~ I 主~;占つ ヌ4ク11 呪 6 ~/ i //.つつ勺

05 QS 01) 09 

行
40万円以上45万円 45万円 以上

区 分 番 計

号 未満のもの 未満の も の のもの

112 22 52 

二17うつも乙 申 L1_{.L{.2@納税穣務者怠(人)
0・1:2 ど坐 ，ιι 

/タv.2臥t68/〆 id.!1ι'J/O ~限税記事準額(千円)0:2:2 皇位 6クρ /]/1.61もL
~床 面積C..'，}0:'3 :2 9/ð'~ 9. J>.P~ -.t:; ftJ. (/..y:.o ..r:.単位i恨

円

f
A
斗

概調家-23



第42表 建築年次区分Vてよる家屋K関する調(省足弱査その6) 

都道府県名

市町村名

1
 

1
 

1
 

(2) 13) (4) (5) (6) 

木 造 家 屋 木造以外の家屋 計 単位当たり価 格

建築年次 行 番号 床 面 E書 決定価格 床 面 樟 決定価絡 床 国 掻 決定価格 (ロ) (ニ) (サ

(附〕 が) (干伺) (ロ) (m') 十す (千円〕 与) (m') (す) (千円〕 (サ μ) 円 判的 作)何

0: 1 i 0 
12 23 34 '5 

J飽 cJ691
56 

4ι長品，ω1，t. ヱヲ~ÇL /0-9つo d'; 1/よ38年 1Jl 1日以前 ぷ'/.-'，c.~~ ヲ必ぶf-t 2主)7JlcI 三9~ι64-
お年 1月2日-41年 1月 18 0:2:0 /3<!:/U /，/(Lわ93 /92010 与ω-9.J;;ふ/ 主主wl d'，ぐクフクICL 8:年?ミ )-)061 1'7， pf{..7 

41年 1月 2日-44年 1月 1日 oi5jo /ふ3_63/ ふ1() 9..fclCL ，197g3 4ιrt1P.srsl 163 t.IAζ b弘/t1t1，ξよ /1， (dW ょ39..1.-/ I つ 63~
44年 1月 2日-47年 1月 1日 0 : 4 ~ 0 Jムイρ.{f ーミヲ/}，()ι7 3ら/，ふ7t 」子~8-J3.らぬ 』盛主JJ，J 11， dl.斗a7/ρ ノ.3~夕、十 。ゅ510 み.o.jtJJ.乙

-
/ク~6J，々 J~ ぷ dlる.J:U3 よ1..793/47年 1月2日~初年 1月 I目 。 : 5 ~ 0 ぷω /ω つ1d-63，lJ?J7 dJ9. 08'/ /t1 Jι;:ム7/ ぬμムl

5C海 1Jl 28-53年 1月1日 0:6:0 主'J-:フふs1lι Jぶ 'l~c>17 ふ0糾?主 // 08ト!./68 三金2さ守 斗i，L.o6/1aεJえにfプ2 .J-3.I¥tJ ω3d"1 

<t-;おきも 何~s~53年 1月 2日-56年 1月 1日 0:7:0 泌をバ4 1 f/._~6. /17 .)../8-_，.)♀を Iよl.S;.，ふ'L?_(υ 設も.f?7 .)..tフ36.ム「ウ ，I(J.ーら00， ， 
去五~/37 ヲノ7:作.ぷf 生金 67~ ム4ιアf.J~ ωfι品 ι7..みどl ~会主主5S;芋1月 2日ーS9年 1月 1日 0:8:0 二)...).j.t3'守 I.t: ().治ふ../.3

59年 1月2日-62年 1月 1日 0:9:0 ぷ舟1~6t / /，11-句31J .)_26JJプ ふeμ是~/v-I -Jc).~J.ノ7 . .i'I今斗./.仏伴 ムぞる/(，L ク)'J_)-/ UJ，μ/ 
6Z年 1月 2日-64年 1月1日 1: 01 0 /60，0的 8:6弘之1fを /~舟~J.Iよト /J去何II1 )lJ斗tf JムωJア'33 $00/1 つ?以 66ふ7~
臼年 1月2日~平増成分 2年1月18 1:dio ⑦ 

虫色。らω 3w.:to1 1<2> 
/ st.α'P{} tる;/-krpi向J Jノチ乙!fcJt/6. OJ:込ココv、よ-f!-;;号E ぬ:://，ρ つ仏7羽(新 )

合計(平成 2年度総評価額等) 1: 2:0 ②ふよ穆守fg @つ10(;.6，1311($之63ヌ/タP ゆ/1ヮ品:9.I'l-b 寸.沿~/守b /タ~3;3t:8'77 ふp;J>11 4-~午~Sをj J /; f!o)_ 

-48一
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都東京都道府県名家 屋 の 変 動 K 関する調第 43表地方公共団体コード

日里子市市 町 村 名
(補足調査その 7) 

元

年

度

概

要

調

書

の

修

正

141 

屋家のタ1以造

131 

木

121 

屋家造

111 

木

63. 1.1以前の量産少分，その他の婦1ii鼠り

(修正前)

要

平.Iit元年度の概要調書

錆

フタρ13110:3;0 
.--"ー『

何110:4:0

63.1.1以前の新築分及び増策分の捕捉漏
れ

L 63. 1. 2 -64. 1. 1の減少分の捕1111真り

改

同 10:5:0

16110'6:0 

02 

63. 1. 2 - 64. 1. 1の新築分及び士宮集分の
捕捉揚れ

平威元年度の概要調書 (修正後)
111-(21 + (31-(41 + 151 + (6) 

屋

墨

墨

探視・非課 説 変 更 分 家 屋

不均衡是正による培加額等

64.1.1の改築分，その他の

家

家

家等

分

分

分

価

少

築

63.1.2 -
捕捉鼠り

減

減

屋家分来在

@ 0411:4:0 産家分集ii 
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③ 

QS 11 :5:。
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増
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第44表 法附員IJ第16条第 1項及び第 2項による軽減税額等の床面積

区分K関する調 (平成 2年 度 に 新 た に 経 誠 の対象となった ものについて)

(補足調査その 8)

都道府県名

市町村名

1
 

1
 

l
 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 個 当 fこ り 床 国 t量
イT

40 m'以上 100肘以下 100耐超 120師以下 120附超!'S5m'以下
区 分 蓄 (貸家の用に供される場合は35m'以上 100肘以下〉

号 個 数 床面積 竪滋 E昆額 個 数 床 面 債 軽誌裂額 個 数 床国債 径減税額
(個〉 (m') (千円) (個〕 (附〕 仔伺) (個〕 (財) (干何〉

も11!日
12 18 26 34 39 ‘7 

54 59 

/1，拘l
73 

木 造
主oき 1J:06苦 るつら守 っつ cA3ク/ λ8守守 /0占 4-00/ 

第 1項・ 3年間適用

0:2: 0 木造以 外
ふ年当 /ミき~b 6ι。ミー 3j -JJd7 ノイ3タく? <'<ζ 6cJ4. /. 96/ 

木 造 0・3:0
第 2:(1{・ 5年間適用

0・4:0 せ~守1;-7 9 ，(Jデ Jフ♂木造 以 外 っちt- J7/7.3 ð'~とJ く乙 ミoY.こ

合 計 o!s:口 /..]6/ Bι901 伊，伐~ //b /。之 6-tプ αト2ト3/ /.5-/ 込/0ιぺ bふ-6b
」一 " 

。骨 ~I) ~) 。J u4 日目

行
1個当たり床田積

165 m2 超 200 rn
2以下 計

区 分 番

号 個 主且 床面積
(ば)

軽減税額 個 主且 床面積 軽減税額

(個) (千円) (個) (m') (千円)

[): 1 : 1 12 18 26 " 4乙9?
39 " 

担

木造
l.t ._)，6Jlcど 63ρ ② 4J_..s--J.i-@ /ヲt..)_ヲデ

第 I項・ 3年間適用
I 

② 

きーワ'9
@ 

木造以外 。:2:1 ~.oo? 4f_)_ 斗t:(，t./~ /17，生Jft// 
@ @ 

木 造 0: 3: 1 
第 2項 ・5年間適用 。:4:1 /<f/l 

@ 
#ヲノ'CL

② 
木 造 以 外 :J ξ立L ?8D 読みLlsι

dロk 計 。:5; 1 .:.-9 、t.).3~ /， JoO /‘る右つ ノロμとおっ ι二).9匂イ

円

u
k
d
 

概調家ー26



第45表 法附則第16条第 1 項及び第 2~真の減額適用を受けなかった

住宅の個数K関する調(平成 2年度に新たに課税対象となったも の につい て)

(補足調査その 9) 

都道府県名

市 町村名

1
 

1
 

1
 

(5) 日~(6) (7) (8) (9) (2) (3) (~) 

行 A 床面積要件を満たさない住宅 B 価格要件を満たさない住宅

区 分 番 40m' (貸家の 2∞d 超 針 40m' (貸家の 40m' (貸家の 100 m'超 120 1初 d起 165 165 mJ超2∞ 200 m'超 計

場合ぉm') 場合35m' 抱合35m')以 d以下 d以下 d以下・
号 未満 {個) (個〉 (個 ) 未満 ( {iIj ) 上IOOm'l，;l宵薗 (個〕 (個) (個) (個) (個〉

造roi1 10 
12 17 a 27 32 37 ‘2 ‘? '2 57 .， 

第 1 lJi 木 ヨタP /3 4/ I 
3年 間適用 木造以舛 0:2:0 之:39 /， 之4-t
第 2 lJi 木 造 01510

5年 間適用 木造以外 0:4;0 2ノJ ;>13 
合 針 。!510 ~ ノタ 9b~ I ~ I 

回突合番号 728の突合関係を確箆すること.

"u 

向

U U~ U~ 日3

行
C 居住割合が 1/2未満の併 A.B のC適の用喪を件受をけ満なたかさっなたL住、た宅め

用住宅等 K厳額

区 分 番 計 うち、床面積要件又 信 霊童 床面積

は価格要件を満{たさ
号 (個) ない住宅 個〉 ( m') 

造 '011i 1 
12 17 

414-
27 34 

第 1 項 木 3 //.4/? 

3年 間適用 木造以外 01211 2.仏C 7)ιJ 
第 2 項 木 進 0:3:1 

• • 
♀/、3 る.7685年 間適用 木造以外 01411 

合 計 0:5: 1 3 ヲク之 与とε:0ヰ守

F
h
J
 

概調家-27



第 46表 新築住宅 K関 す る 調 ( 補 足 調 査 そ の 10) 都道府県名 東京都

日野市日旨:li 2i~74! 6 8| (増築分は除く。) 市町村名

(1) (21 (3) (4) 

行
tl 主主 住 居 主主 床 面 積 決定価格

ウ争ω)ゆ正面積伺区 分 番
(m2) (千円〉

号

専用住宅(長屋建を除く.) (1) 90: 1 ;0 12 
~3~乙

18 
i壬i

24 3i企己主 32 
，主ム.J5'.J矛6 //& 三主主盆

木 戸 併 周 住 宅 (2) 
ζ こ 42 

{，L 
48 

4 54 (.LCJ二L
62 ぷ付;ト Lつ ム主主込1

造 建 Al家住宅・養蚕住宅・漁業 (3) 
12 18 24 32 

者住宅 0:3;0 

共同住宅(専用住宅長屋建を含む.) (4) どケ/ 42 (8 
Jぎ-cc 54 

ノ寸ー主立与
62 rJ7え 7ý..~ ふJi- rμJl1 家 /1。

寄 宿 舎 151 90:5;0 
12 18 

二L
24 

£子l..iJl
32 

fる沿-6 /6'乙 ι?坐~2e屋 ..1. 

計(1)+(21+131+(4)+151
ω|ζ三 42 

な:.f7J
48 

_2p_主
54 

ム色と金r~
62 

.)/?在学17ft 6:1- 企主:12_J_⑦ @ 

鉄骨鉄筋コンクリート違 17) 勺:7:0
12 18 24 32 

鉄筋コンクリー ト 造 (8) 
ζ二42 

~ 
48 4 54 

4乙dム、f62 μょξd*tJ ア6 3主つ主L
戸 鉄 脅 造 (9) 90:9:0 

12 
14 

18 
，{，L 

24 
4ヰ'7~ζ

32 
L.ふ-LL~ _22_ 以/'1Jl

木 建 軽 量 鉄 骨 造 00 /' 42 9[1 
48 

/00 
54 

ど三さ S..Lb
62 

フ行ガ.!i_ 件_J- 五主主I_f]_
れん が造

日1;91: 1 : 0 
12 18 24 32 

造
住 コン ク リ ー トプロァク造

そ の 他日2ど三三
42 48 54 62 71 

宰

以 小計 ( 7)+181+ 191 +0四+日目+U~ Il~ 91:3 :0 
12 18 

l益:..1.
24 

/ζPよみf
32 

.d~つ弘 /I(，L 2主立。/6{> 
鉄骨鉄筋コン ク リ ー ト 造 日~ / 

42 
、}

48 
μ手

54 
_y3_ 63_!}_ 

62 
.]<;乙!J9.:?l っ7 /O/. 930 

外
共 鉄筋 コ ンクリート造 日!日 91:5 :。12 

.2~ 
18 

J 94-
24 

ふ.{)_3/7
32 

/_~09. .).__j <ι _{-..L 81 tJ4-デ
鉄 骨 遺 日目 ζ二42 ，q..i 

48 
多色f

54 
パ_yv_9 62 1_.dJμ0'/ら 企三B 2凶盛の

同

軽 量 鉄 A 月 造 uη 1:7:0 I 12 .t<tι 
18 

全2k
24 

ζ互主2主主
32 

6~乙つみt (yき ♂ヲo1YJ
家 住 れ fv カ5 造

~元
42 48 54 62 71 

コ ンクリートブロァク造 日目

F 、 の 他 自由
12 18 24 32 

屋 宅

j、計 ω+日目+也日+仰+O~+íJ9 ω ζ こ 42 
/之タ

48 
メちf-R-IJ54 

72927  
62 つo~/今ピ} も乙守 ~空

寄 宿 舎 I2U 92: 1 : 0 
12 18 24 32 

計 O~+(2(l+I2U m / 42 
，;:J.?"デ

48 
/， 74-之 I~ 2主(L.t")I~ ~ι)é，7)ラ S-J: 豆1主主3

合 計 (6)+~ ;z3 92: 3:日 12 
ク39 18 えら~ 24 

/ .s-.). .3 t-o 52 」μJP9クダマ さす -Aを辻#

内

4RJ》
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平成 2年度都市計画税に関する調
都道府県名 一

一
白市町村名

第 51表 都市計画区波及び謀説区議 K 関する謂

地方公共団体コード

1
 

1
 

1
 

(2) (司 (4) (5) 

区 分 行番号|市町村の面積(叩 市 街 化 区 境 (千rd) A 市街化調隻区峻(千rd) B そ の 他 ( 千rd) C 計 (A+B+C)(千rd)

~>!ol~ 
23 ⑦ 33 @“  。53 

謀説区援の面積 0: 1:日
/1./. 'l〆J

ノ~ よ正3主9主e@・J引I 
@ 

心 'Ioo
lZJ

I 
ij) @ 

都市計画区犠の面積

斗}，二ユ 7，s-3 /? .s./JCl 

(6) (7) (8) (9) 

区 分 行番号|都市計画区按の 市街化区単等の 都市計画製の I;;市計画事業の
|借定の有無 益定の有黛 課後の有篤|認可の有窯

9i141ン/'6 ~120 ~12' ノ7

Oj1 1111| @~f1//1I__.../ e 
都市計画区展の画信 O;2l1 / / 

rーー一ーーー一ー，、---、 、 .-------、ーーーーーーー、 ...--ーーー一ーーーー町、

指定有…..r 1 J 設定有 r 1 J ;:設有.....r I J W可有一..r 1 J 

倍定祭…一 r2J 詮定祭ーー・ ・r2 J :t説祭… r 2 J W可祭ー…ー r2J

。記入土の注意

別添le厳要領及び突合信認去をよく詩人，で紀入すること.

調査表Kは.tt写がとれるよ，~鉛筆 rH B J 又 i~ r B Jで記入すること.

a字は.てい担いK紀入するとと。

忽当の在い項目棋は，空欄とし.一. 0等は記入し左hζ 止。

単位t!¥])の在v-!う注意する ζと。

6 rノーパンチ表番号ー，覧表Jと fデ-Jがある行のみバ;/1'Jのi'l1Cついては.特K次の4IlJitc注意して記入すること.

(1) 表内Kデータが全〈在い場合は.表全体K大生<x印走書き. rノーパンチ表番号一覧表1( r平lilt元年度~要調書E報告冨〈土地・家屋・都市計画夜)Jの「ノーパンチ表番号一覧表」をいう.以下同じ. )の位当表番号の

下の拐にO印を書くこと.

(2) 表内Kデータが径少の場合は，白体コードの左の「デ-Jがある行のみバンテJ下の空狽K必ずO印を書き. r /ーパンチ表番号一覧表 Jの設当表書号の下の明にO印を書くこと。

-53一 概謂都一 1



第52表 納税義務者数K関する調

)
 

I
 

(
 

(2) (3) 

区 分 e; 数 乙人) 法定免税点未満のもの(人) B 法定免税点以上のもの t人)A-B
A 

9 _ ' 12 32 '1 
{国 人 0，1; 0 .Jt-， .) 6 j _)ol_ ー主~ 126/ 

土 地 法 人 012:0 をI? ムザ 773 

計 .)b， t;fi'P 之主 4 ーュ{;，~.;:-(ど | 

個 人 :4'0 
斗:;{，6 71 0，4; 

ーミ~i' _j_Jf'， 三7J

家 屋 '"' 
人 0~510 ?μぱ Li_ ァJj

J究ダ3Jι 込?I >b 計 0'6，0 主O_J_
個 人

5tL3ι?~ 1(;7 3'1- / 1;' 

実 政 よエ 人 0:8:0 I " t) S'ふ fゾ )， )ダ♂

Z十 Jt-， .fi-7 s 'l/ "、:_，':'-， /;; t 

-54一
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第53表地積及び床面積等K関する謂

(法定免税点以上のもの)
都道府県名 都

一
、
ず

京
一
野

東
一
日市 町村名

区 分 行番号 市 街 化 区 域 市街化調登区域 そ の 他 計

' 12 2~ 34 .5 ② 57 

土 宅 宅 主主 。， 1 :。
9， (t6 J J，チ6(

地 地 そ の他 0'2:0 .)， /，l / ...l， /ム/ う
の

司事 。1510 @ ! 
地

計

ノ/， t9 () / / ，ふ?。
Z責

。 ② 
Z量 地 0'4，0 

j， .3 ~る j，ミ'1{ 
佐子m'

。15:。 @ @ ① 
計

/r，L ヲ ~{， /(/， j.lど

家床 木造家屋 0，610 
斗 tユLrtづ 斗，仁7/ rt' ..2 

産面

0，710 木造以外の家屋
:<'， /'3ミ /Iv ふ.t31.，//3 の積

(m') 。:8，0
② ③ 

2十 r，;ι0<，'" IJ， _!- s-， )o:; ム， e/、t

0'9，0 
@ 

宅 地
主0，I、u '10，ワt，tt/土 宅

1'0'0 
の

Jt!l 地 その 他
土 0 19 (-， 0 I J 

の
等

111'0 
。

筆
計

うどt. 7lJ らtf，76-.3 

功 a 地 1'2 !o 7. (、?三、 行守、 7.矛J，J ，-， 
E'!i) @ :2) 

:t 1 ~ 3 '0 よj，60 / t 3.ら。 i，v ， 

家 木造家屋 1'4'0 J ~ ， /J~ .;.'?!30 
星

の

~ 
木造以外の家屋 115;。 i主 ~ I土 jl~ o，J 

rl ， ' ③ ⑦ ① 
(筏〉 計 116 '0 与/J / t/f 1./-/， /〆土， I 

}
 

1
 

(
 

(2) (3) (4) 

R
J
 

5
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司
一
市

基
野

夏
日

都道府県名

決定価格及び課税標準額K関する調

(法定免君主点以上のもの)

十!し

第日表

口

δ

，

.
 

ト

?
'''
a

一

一

内

''u

コ

f
t

・-'

体

一

1

団
ア
ー
!

北
(

一

円

ノ臼

公

-
，
，
!

方

一

3

地

一

;u

n
m
+
 

タ
行
，

一-。"

デ
・

-m
-
m

市町村名

(4) 

決 定 価 格

区 分 行番号

市街化区援 (千伺) 市街化調笠区峻(千円) そ の 他 (千円J 計 (千円)

， 12 25 35 47 60 

宅 毛 地 。;1;。 @ 
土 3.:J. 1， llt t-， ?7J 3二l./ヱJ.r， 77J

0-i12tt o ② 
地 そ の他 ;0， ~9 t， JI_]_ Jo， J'l6， J I 7 

③ 
等 Z十 。， 3;0 

3f.J.{?￥{.?。 宅1{_).t?コ，!， }'O

0~4 ， O t 7， J'r主主39<1'1 

@ 
長 地

/7之旦ムム97
地

計 0'5'0 022. Pダ.?JJ 0)) . IL/'tj， }J? 

家 木途家屋 016'0 
フゲ， 6n， ')_)J.- 7子，ts)，J手〉1 1 

ノ/7，ダ33 ぅ/ふ O
木造以外の家屋 017，0 

.LLユψ33，午)O

国;:r. 

。?/
③ 

:it O'8~0 /7ム，a(il . 1ゾA I司.1 3ダム
⑦ 

4ノダ.t76， ~~/ 合 Z十 0・910 bJ千.nt.三三 i

概調都-4

(3) (2) 

r
b
 

k
d
 

)
 

l
 

(
 



都

主主

古小一東都道府県名

決定価格及び課税標準額K関する調(つづき )

f法定免税点以上のもの)

第54表
号

一8
4

番

ナ
!

表

一

5
7
 

1

1

 

一

口

δ

?

・

ト

;

一

一

q
L

コ

-・・『''

体

一

1
ム

回

一i
t
-
-

共

一
つ
u

公

一az
-
-

方

一

3

1

1

 

一
1
よ

-s
m
+
 

タ
行
，

--。
dn

ヂ
み
ん

日市町村名

(8) (7) (6) (5) 

l0/..tJ7 

概調都-5

包ヱ
~ð、

47 

(千円)

@ 

他のて

:35 

ゴ

円
J

R
J
 

市街化 現隻 区域〔千円)(千円)市街化区域

12 

良

木造以舛の家屋

。;111
0'2: 1 

行番区

宅

地

害

分

地

H 

その 他

計

地

木造家屋

計

計

{ 

毛

合

主

地

家

屋



三大都市圏の特定の市l疋所在する市街化区域内の農地K関する謂第56表
号
一

8
6

番
ア
;

表
一

7
5

1

1

 

一

口

δ

ピ
'

F
z

，t
o

-
-
q
r
u
 

コ

-'s''

体
一

1

団

ア
;

a

共

一
つ
臼

公

T
;

方

一

qu

f
u
 

カ

m
e
'

タ山何
M

，
--。ι

…ρ

ム

g
e
m
-
m

東京都

旦互主
都道府県名

{法定免税点以上のもの)

特定市名

151 141 (31 12) 11) 

負担謁塁率1.05が適用されたもの

本IlIJどおりの課税がなされたもの

計

分

1. 3 

言十

上

記

以

外

の

も

の

上

記

以

外

の

も

の

度

適

用

一巾

街

化

区

滋

農

地

凶

新

適

用

市

街

化

区

議

農

地

問

区

持

定

m 

街

(ヒ

区

法

巾

旬

it 

区

主主

漫

-58- 概調都-6
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1. 3 

計
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地



第57表 課税標準の特例K関する調

(法定免税点以上のもの)

東京都

日野市

街道府県名

(4) 

市町村名

(6) (η (5) 

Q

，
 

R
J
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東京都
日野市

都道府県名

市町村名

課税標準の特例 lと関する調 (つづき )

(法定免税点以上のもの)

第57表
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第 57表 課税標準の特例に関する調(つづき)
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第57表 課税標準の特例に関する調(つづき)
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東京都

旦主主
都道府県名

第 58表 宅地等の負担調整に関する調

f法定免税点以上のもの)地方公共団体コード
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東京都
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55道府県名
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東京都
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都道府県名

宅地等の負担調整に関する調(つづき)
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第;)8表 宅地等の負担調整に関ナる調(つづき)

(法定免税点以上のもの)

都道府県名 東京都
市町村名 日野 市

(1) (2) (3) (4) (5) 

分 |行番号| 所有者数 地 E責 決定価絡 課税標準額 筆 数

/
-
G
 

地方公共団体コー ド

本則どおりの課税がなされたもの

急担調g);率1.05が適用されたもの

1. 1 

~コ
上の 1. 15 

gr.も 1. 2 

以の 1. 25 

タト 1. 3 。II;u I 〉
計

6:2:0 I {ζ め計
/ 〉

計 ん;?i;0 ! 3!;-， ~Ob //， J} /''1 す!..i，tls-i三

-66-
概調都-14



Eー国側需振r、、。

(
 

g
 

@
 

。
吉
百
〉綱

"
 、
J

く』

¥
 ¥

 。
。

。
、える

、品
、。

叫
ゐ

、-t¥
'-i、

刷

。河、
3

 
.ぷ:・

1
1:
/" 

同電
hL

 
医

(
 

@
 

号、、
E

 
。ミh¥

 
h

 
主

hし、、

¥
 11 

t=t 
h

 
ヨ

~
ト
ト

、、
、、

内
相

〉
主主

、、
とι

で
も;

~
 
~
 

宅!.~

耳、
・..
‘.

 

(
 

ミブ
'::j 
~
 

¥: 
~': 

li 
~I全

~
 

E
 

'i
 ぺ、、

、、li ¥
 

¥
 ¥

 
li 

1章
作

〆
、、，
 

〉
Eよ

ミ¥
 、。

、q
 

¥
 

t
 

父、、
思

、¥
 

て
¥

th 、
¥
 

骨ぜf起

'" 
.
 

.
<

 
“、

‘
 

!ャムー
(

 
@

 
⑨

 
@

 

lJl';ト
Eト

ベ
吋 、、

‘ぺ、

l
 ぺ¥
 
ペ、、

、ぺ、
¥
 

、・'

雪量

e司~
。..

'..

(
 

⑪
 

ト
⑨
ト

〈
fわ、関、、

('.1 
~
、

¥
 

て、
ま
証
)

ハ
1

向、
内
、
ぺ

tf') 

l¥QI 

lqr }益

~
 

o~、
Cコ

Cコ
Cコ

Eコ
Cコ

Cコ
Cコ

Cコ
Cコ

亡コ
Cコ

Cコ
Cコ

Cコ
Eコ

亡コ
仁コ

Cコ
Cコ

Cコ
o
 

Cコ
Cコ

Cコ
時相

F
 

。」
t<，) 

'<t 
ぱヲ

吋コ
卜、、

α
コ

。、
Eコ

F
 

c、J
H
ヲ

て
才

ぱ
3

、。
p、、

ロコ
。、

Eコ
F

 
ひ寸

t<，) 
寸

lじ
ぶコ

Cコ
亡コ

Cコ
Cコ

Cコ
Cコ

亡コ
Eコ

←
 

←
 

F
 

F
 
~
 

F
 

F
 

F
 

F
 

ひせ
や
d

か
J

P
寸

ト
』

ト
一
一

Q
 

Q
 

Q
 

-4' 
守世

キ."，

Q
 
~
 

Q
 
~
 

Q
 
、.、
)

 
吻
~

~
 

• 
、、

、、
、、

主孟
~
?
 
~
 

、、
、、

ミ
ミ

主E
噌
~

~
 

、、
~
 

I
 ~
 

ミ
お

てk
~
 

机
J

~
 

机
J

~
 

~IJ 

~
 

使用骨
~
 

E開骨E
 

~
 

E問E
 

悦
B

4υ 
-lIJ 

4、Fミ
、a司、

U。C
33

 
a
 

CUコ3
 

1/') 
2き

hU
?B a

 
1/') 

、n
~
 

up、a
 

1/') 
1/') 

q
 

、内
同

c、，
、q
例

o
 

o
 

円
円

N
4、

Aミ
o

 
o

 
円

円
。
a

高E
日

【
【

円
【

お
古島

同
【

【
【

【
お

~
 

【
【

【
【

【
お

!，~ 
存品

u
 
時

!.~ 
時

Q
 

照S制
ー，

 
、

Q
 

S制
~
 

、
Q

 
制

「〆、
ーF、

、、
、、

、-
、、

ーr、
~
 

、、
、、

ミ
ミ

z
、

!!!l; 
~
 

I
 ~
 

ミ
.

~~ 
則

お
WJ 

~~ 
則

入
J

4'Dl 
入
J

4'Dl 
ベ
J

4'Dl 

=
 

曹
司L

=
 

電
割
k

;;;; 

*
 

*
 

14 

-4l:\;/
~
~

Q
-4'

Q
 

ベ
QJ
~
ポ

Q
-4'

Q
ベl:\;/

~
~
Q

-4'
Q

凶

|
 趨

le
初
土
ヨ
凶
節
目
目
玉
百

..Ll
 ~
 
~
耳
~

Q
創

製
4
日

お

u、マ・)
 

-'" e、a同

MW友信悟

Mwd獣信州四時{QOQ斗当M『割削叫帆

ω剥)

臨時いEV一樹属国紙Q現酬明限巴憾



償却資産に関する概要調書等報告書平成 2年度

害R

市町内 f，

十
口
小

主主

十回
A

日

占百.i.uif.f YI~ 名(償却芦屋・市町村交付金)
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アデ番Z又チン
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(イ) ;:J.丙.てデ ータコ・全 〈 ごいさ合;亡.表全体.亡^き<>:::ï~占さ r ノーハノテ--幸寸

一笠友Jのa.当番号:07の空想iてC日をさ 〈ζ と。

{ロ) 五月 rc デ ー夕方;ι2 ~' つ場合::: ， Ei士主コードの三の「デ タヨ・6る?'7のみ'‘ノテ .")

干の宝引K必ずくふ己てを主主・ {ノーパ y テ表孟 5-~ f(J ~.;:互主主号の 7の三号!。てこ
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~表の取り::'l.け工， (イ)又:1(ロ)の取っ!ll.いと同援である。

夜謂償-1
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主!.n'!'・ 1:Z 3 4 5 6 i tiそq
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第 68表 償 却 資 産 の 価 格 等 K 関する詞(個 人分) 山府県名東京都

lif ~r 吋名日野市

l!3!2!li2 i8 r6;s8 
l
 

l
 

l
 

(~I (31 1.1 
:型 役 告主 G.~ 羽 町内 目.、

拍 1自 決 定 I晶 ..援県準額
課税制特例肢の }| l 

t争当} 選用モ受けるもo5i.fi~ I='! (1') 以外の も町同
(手名 {手.0;)

， ，・

" 一句t~)./.1 1 
坦 .， 

1:1 m 哩 <'J U: 1: 0 
クケゴ;、.1/2 ママ~.~/2」ーーー=j ・

0;2・0E4 民同比三長江

247.2♀ロ「124R220 24-7.220 
1、

0: 3:0 
.~~ . ~ii 担

fiJ 

~ ~.、
2 ・、F r.::. 0:4'0 

:; 一 一ー一一一
ぇ， IfL ~可・ζ:_' .l! ?:; J!.， 0:5，0 

1.).. .833 ノ2_，sd3_ /2. gj3 
: ~.、

.i:: I r: ! '，一 e日'"円"巧、-ぜ ，・~!I ，山1人 0: 6: 0 4.t.t"，og7 I 何 r，oZ7 --43icZ7
し ト一一一一一
，. I ~:~ ~ ~司 o 7' 0 ー I~-=L.-------1-----~
、-"

o 8; 0 /4qo，301 /4?o，3口 l i/49σ13口.、.

ー一一一一ーーー
，'1.一:)l 己，百六孟一a句会1・a・占a.S3方を L正 。:9:0

一一一 l1 L|一-一JJJJl正------こ三J三---:~ ~':ξ どし・三':~-;:. i.J 1コ
三 ，目 立府県長三.，.が缶?さ等そ 1:0:0 
内 I4 λ .，l L. 喜三分したも心 " 
I、

j -----------1三三二二計 1: 1: 0 i二4
ト一一

/.4qo，3S21JfJ-JJJ /  J 

，J::;百i4 3 =正!!l'1 ;(iV1;世，taこょっ辺)(.J
1: 2'0 

J' と '11ι'{:5 ~Y:'fをムモ乏したもの 刷

/ロ『 Jt 川...(-'1 ~例 1: 3:0 l、4守O‘.9._tユ
川 市町 村分の羽 _____------ /μ4将q旬0よダf之斗1--戸--戸-戸-戸-♂-戸- --~ 1:4 :0 _------ し-------1-------F上衣 近 ~'_Í ';，4.: 分の羽 1:5 :0 

概謂償ー 3
-70 -



第 69表 償却資産の価稽 等 κ関する調 (法 人分)
S道府県名東京都

市可口 日野市

。，
eo 

'o
 

'w
r
i
-
-

nδ 
円，

L
T
1
4
 

円

L
n〈
U

T
i
 、 }

 
-- (21 (31 w 

謀 提 ~ tlf. 顕 の 内 訳

主量 :9 |行 番号 決定 (o
I-I)以外めもの同

{引Jj 遼用を受けるも開) (明} {千四)

。:1:0 " 
2S 盟 " " ，u 担耳 築 宅担 9，277. gJユ q ，27:4-.1 {'7 ミ、 t56s- q.コ70.S-0之-・

可
0:2:。 ζ守、 Oミ4，/66 内

ほほ史び装置 .s-b‘宮11，333 1ユ/， S36 .t/;， .tZ9. 797 
0: 3:0 治司

t; 組

!晶 。:4;0
f~ 

気 て吾 同

7; 

企， '11 商 うえご遥ヨ~ ，u. 。:5. 0 主勺9，60も .s守9.ι。ι ζ守守、b06
-‘" 、ー

ーー」目ーーー』ーー 一 一 一 一一一 一一 一 一 -ーー一一

'.t;: 工JL. 2t具 Itび:逼品 0: 6: 0 34‘3Q9.土ι4 .94‘387.ふs-..r ，s-g ，s-o守 34.329./46 
し

0:7:0 I____--JI f、ニ ~ ぞ空 羽

も
-‘ 

グ3
H ~サ

1
0 

:ー8-Jjo /t.ク/，2.9(，/6g /OI，O$"ユ，うr6( .283.71，σ /00.'7ι9，0主{

，正 IL 自宅大豆3・(Jffig:予を式 0: 9:0 32，1>32.//2. lS， 3(4，07 ( -----------:官:~ どし~二分しにもの
ー 一一一 1-------------イ三 浦 ;.a符 M 己・1Iか f品弓方を 1:0:0 

向(，f. 氏 主 L. ~三分しに もの
A -----------ート 針 1: 1: 0 3:2， 6.32. / /_三 :J.~ ， 8 14， 07 f l-"l 

li.e第74 3 条~1 項目地定によっ辺府 ------------県知ljIが/di!己芳をiえ乏したもの 同 1:2'0 

/♀6，gb6，g3:2 ----------~ 汁 争サ "'1司令伺 1: 3:0 /.:3き .9♀.3.18'0 

------- -------------lol仰 市町村分向調 1:4 :0 /26，86る.g'J之------ -------1----------上訳 ;a府以分の舗 1:5 :0 

-71ー
概調償-4



者日尽果お iLi府 Y，~ 名

市町村長が倍，洛等を決乏したもののうち課税漂準の特~IJ

炭定の適用を受けるものにiヨナる謂
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市町村長刀:(1面洛等を決定したもののう ち謀説標準の特例

規定の適用を受けるものに闘する調

(法第 3~ 9 粂の 3 関 係・市町村計つづき)
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東京都
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市町村長が価格等を決定したもののうち謀説標準の守viJ
規定の適用を受けるものに闘する謁
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第 i1表

8 

一

円

6

コ
-a
a
'
s

体

一

l

回
一;
:

共

一

円

ノ
臼

公

一

方

一
q
J

地

寸一

寸

i

n
n
+
一

タ
行
，

デ
ム
-

概調償-8

181 

【叫障害l;fiTl

J 
1 

4 
ロ
ー口

(司

区

f剖{51 

決定缶培

-75 -

w 
4 

w 

問問司;jiで}
出ご
1 1 1 2 1 
ττ1 
τ-'21 
じとj
じG

41-~， σ'01- i " ，; 11..s-.00 I 

汀τ]μ，/34

1 1 2 / 

市i
斗4
i斗

(3) (司(1/ 

決定缶陪

w 

'74 ，ti) I i 

ト=~ I 
ll zd{…~:o;;:<l) 1'0 i 1 i 0 '" 
1;: 2項 (外国E呂用''''テナー ) / 0: 2 j 0/ 

I ~ 1 ~~…}|o!3i01 ~3 JlJr------------r 

|(附出内司同ミ箔.野:itタンタ" 0: 4! 0 

l ~ 4:羽 (1山崎究用問団) 10: 5! 01 
法l羽 5羽 {工問 日開，<;a) /0: 6: 0/ 
|芯 6 瓜吋れ^J;l~~..!.l) / 0 : 7 i 0 1 

=1/.'t1 i羽【幻訂心引 |018io1 
J司 8羽(コロむ) lo! 9 i 01 

1 ，~ 9;:a (!宮内問1出 則 /1 i 0 i 01 
!担1:n10羽 〈勾円程Jm |111ioi 
i I il11 羽(泊三.~q~引 |1i2i o1 
1 412 12:':; (民主引用三 ) 11 ; 3 i 0 I 
|王!:n1;:;! (注目立'，.;;¥1'1) /1 ! 4 i 0 I 
: !耳日羽 {明ニネルユー刊白川 11 ; 5 i 01 
1市内項 f拐盟主吉川 /1 : 6: 01 
I I ~ 16羽{目立付主民自主) /1 1 7 j 0/ 
i ll~( T..;， !~;I\~ ) 11，8:01 
， 1引 百三日 ) 11 : 9 i 01 
mげ 羽 i[.$:(害問削 /2 i 0: 0/ 

I?{22諮問る;;.n)12: 1 ! 01 

分



東

日

者F

野守T

ム
ロ
小部辺府県名

市町村名

市町村長が価格等を決定したもののうち謀説標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(法附則第15条関係・市町村計つづき)

第 I 1衣
号

-
1

香
一
泊
0

・

t

衣

一

7
J

7
 

1

1

 

一

円

δ

Hr
--.
，P

 

一
一

つ
U

コ
マ
t
e
a
l

体

一

1

白
一;''

共

一

2

公

T
i
t
-

方
一

qu

地

『;
!

一

寸

1
-

禽

4
m
+

F
-行
，

-
e
-F 

デ
ム

ム

概謂f貫一9

(81 

決定信畠 決定Iõi~ ヨ昆ERaeZf百3 Z 醍1:1<!Il rA 
由時例 (相) の持倒

区 分 斤書号 (国 (相)
(刈(明} im(011 1Ui x-{10E) 0 w (州] (B) (O {必 x-lo fB 

'2 i 2; 0 " '" 
ょ2

" " ⑤ { 交 送i屯用貴重) 1 
I - I 

③(誤哲九五月t;需窃} 2: 3: 0 1 I ，/ 3/ 
②(亙!li凶辺t耳祭字毎) 2: 4 i 0 1 '1 '1 

羽 '7項 也(宮Jtil. 1ü:ëJ存討;:~!'4 ) 2; 5! 01 L_'loj 1 '1 31 
'j) (立体主主化);.3!) 2: 6: 01 1 '1 o 1 
⑪(立は交主化三.::1) 2: 7: 0 

ー" u(立体主主化三よ1) 2! 8! 0 
.11 1e l.a (i:i色組合〉 2; 9: 0 I I 5 1 o I 

湖沼 '9項 (七身毘害者思用5;1) 3! 0: 01 69，δ30i 51 ols-ク， '%/7
;n 2口項 ( 人持出rl::J承5唱罰金し巴たかfitらE指定去 】 3! 1 i 0 I 1 ，1 2/ 

~'I (岸川力 同 ; |3 2io 
i 2 I 91 I ，1 9 I {221E刀町三羽 )135101 

~I ~ 23羽 ( ~品Í:'!;~同A 窃再圭処理局民控) 3: 4: 0 
;'; 24 :.耳 (:公Z丘共子へ担占危金害え笠問焔止三専に宮亘る 3: 5: 0 I 2/ 51 

+ 京 25現 〈大F百規貨重限定Z荷主応急対逗〉 3! 6! 0 I 2 1 1 1 
;g 26 .t:;耳 (詑工主笠街罰究組合} 57101 6，.2_]~ 1 41 51 419~o 

五第 27項 {自主屯ロ~%ã;同〕 5810| I ，1 2 I 
第 28項 (ー授自動車道 f~tR窃 J 3f?io 1 3 l ，j I 5 1 o 1 

長冥 29項 (屯沼酒田地中化主婦〉 4! 0 i 01 1 1 / ，/ 
~3日項 (電気通信回現主婦) 4! 1 : 01 1 21 31 
寓引 項 (iと史ロ民ン主Z露出情持制使用合理 4: 2: 0 / 3/ 5/ 
!日第五項 (石j'~"ス備蓄主;:1 ) 4 I 3! 0 1 3 I ，1 
!自ヨl'項 (2友黒Ullの雪量ほ写J 4; 4: 01 1 ，1 21 1 2 I 3 

，z白
円
f

(71 (61 (51 {.I (31 (21 (1) 



市町村長が価格等を沃定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに国ナる謁
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第 i2表 市町村長が{笛格等を決定したもののうち謀説譲準の特例

表定の適用を受けるものに闘する調

(法附員IJ第 15条の 2.法附則;g15条の 3関係・市町村計)
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第 72表 市町村長が価格等を決定したもののうち謀説標準の特例

規定の適用を受けるものに関ナる謂

(法附則第1S条の 2.法附則第 15条の 3関係・市町村計つづき)
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第 72表 市町村長がIIEI誌等を決定したもののうち課税標準の特例

支え定の適用を受けるものに関する謂

(法附員IJ第 15粂の 2， 法的則第 15条の 3関係・市町村計つづき)
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第 73表 市町村長が価格等を決定したもののうち謀説標準の特例

規定の適用を受けるものに関ナる調

(法第349条の3関係・個人分)
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第 74表市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関ナる調
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第 75表市町村長が価格等を決定したもののうち諒税標準の特例

規定の適用を受けるものに関ナる調
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第 75表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

完走定の適用を受けるものに関ナる調

(法附員IJ~J5条の 2. 法附員日第民条の 3 関係・個人王子つづき)

都道府県名
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第 76表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関ナる調

(法第 349条の 3関係・法人分)

地方公共団体コード 都道府県名

市町村名
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地方公共呂体コード

:8 

第 76表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関ナる調

(法第349条の 3関係・法人分つづき )

(1) ω 
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書道府県名

市 町 村 名
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市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに闘する調 都

野市

示東

日

話道府県名

(i法第 349条の 3関係 ・法人分つづき)
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第 77表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税課準の特例

規定の適用を受けるものに関ナる調

(法附則第 15条関係・法人分) 都道府県名 東京都

ωω 但}

' 帽 凪 圃 掴 向

決定信描

{・} {司 {日 m (8) 市町村名 目野市

区 分 行番号
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γ
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区 分
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第 77表 市町村長が価格等を決定 したもののうち謀説標準の特例

規定の適用を受けるものに関ナる調

(法附則第 15条関係 ・法人分つづき )
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第 77表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに闘する調

(法附則第 15条関係・法人分ーつ づき)
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第 78表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに闘する調
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第 78表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関ナる調

(法附則第15条の 2. 法附員'U言15条の 3関係 法人分つづき)
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(概要調書補足調査)

平成 2年度償却資産の段階別納税義務者数等に関する調 (市町村計)第 79表
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ぉ 12;6; 11 9:tr7.St714抑 制 /4%.7/ 31/4，ts8' 04314./.37..2作 lt7，9.11./0012: 6: 21I9，3'1o.仰Iffi，139クグ01 60σ3001概調償-34
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平成 2年度 市町村交付金に関する謂

市町村名
日野市

国 有 資 産 ~、4‘ 宥 資 産

資産区分 所管部局 通知伍諸(千円) 交付金額(円) 資産区分 所管箆局 i!知伍~(千円) 交付金額(円)

@.@・償) 警家庁 214.433 87/. zoo @.⑧@  東?子、走F /4. tt"3. 01-3 t7， 921.， 100 

@②・償) 建設省 /Lι.0，∞ g/ι‘100 (土・家・仮)

@・家・位) 大蔵危 4/ ，.t/3 219，100 (土 ・家・債)

@・家・債) 智正氏危 4ι 600 (土・家・ a<l

{土・家・償) {土 ・家・償)

(土・家・償) (土・家・慣)

(土 ・家・債) (土・家・!K)

合 計 421，9Q之 ぷロ‘ 計 /4， o.t8， 043 s7，9.づ
{主主)1.資産区分の沼1;1、貸付資産、水道諸忽等の表示によ り記入する こと.なお、 ( )内のE査当資産にO印をつけること.

2.所管部局の宿は、固にあヲては省庁名、地方公共団体に あっては団体名を!e.入すること .
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笠主

( Sjz. Jjx.夕立会f!. L良:多少〉

日別体 名

nJi¥J ~く之h限~すーE亡こIU快 走 兇 タ也 l徐都

該当 KL
1県税免除に係る免除 tHJI (地方税法買l6条第 1m関係)郊 l畿

(/11悦 ・例， '1'円)

l且拠条文

H 

地

資産区分

土

o 
w 

不均ー保mに係る経減税鮪(地方税法賀l6条買I2 lJl関係)買12 ~担

千円 )(/11位.件.
該当札ι

IR拠条文

I1 

j由

'l'!阪区分

土

二二コ

展

地

屋

It 

~ 

A c 

土

~ 

削

帥

出

叩

叫

川

耐

幽

酬

帆

H A 
c 



旦互主団体名

千円)(11¥位:件.

減免税矧{地方税法第 367条関係)買¥3 :ll< 

免除・唾}N

縫減本〔ぷ1フ]

免除・@

U減率 〔よよ〕

-3  C B -3  

免 除 ・o
経減車 (JOへ100)

伝}語・経減

幅減車 Vc70 ) 

二ニ旦

免除 f 在~
tt減 EドぴhγltO)

目項

山
也i
 

資 産 区 分

土

悶

定

資

串

脱

線

家

却償

It A 
'" 

山
也j

 
土H

岬

市

計

両

税

屋~ 

E H 

51 

仁一一 16

《酔 ・位以
u減lll.(ノ00) 

一/3. C-j.J 

在!V，経減

純減耳: (/ρρ ) 

j由

却

It 

日

度

A 

'" 

資産 区 分

開

定

資

庖

税

lJ1 

土

事E

償

A 
Eヨ



Cコu、

印体名 旦主主

買l4 !ilt c -1 G rその他」内訳

羽

資庫区分

土

合

項

'1U置区分

部

1見

土

A 
'" 

土

A 
『コ

自

目

地i

It 

地

5十

frf判定flo.~対ポ 官~町失めlご制奇
者-~fh函鮫丘

!il@ I盟設と一一一|ー
⑬・鰻 減 I ~ . U 減 IO'U減

経減 III (/00) I絡減 III (/00) I絡 減 *(/0ρ 〕

免除 .u減 免除・ u減 免除 ・隠滅

n減 III ( ) 経減Iil ( ) 位以:f.: ( ) 

免除・ u減

位以時: ( ) 

( /I'l ht :例， 千円)

H 





anuY 

7
J
 

剣
山
川
四
川

宮
川
川
川
川

館

川

川

川

重
自
川
川
川
川
川

園
川
川
川

-
M一
川
川
川
川

常
山
川
川
川
川
川

野口】

1582088 


